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佐賀県地域防災計画（「第４編 原子力災害対策」）の修正案 新旧対照表        

頁 現行 修正案 備考 

21 第２章 災害予防対策 

第９節 避難収容活動体制の整

備 

国（原子力規制委員会、内閣府、海上保安部、自衛隊）、県警

察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、原子力事業

者、その他防災関係機関 

県（危機管理防災課、法務私学課、国際課、健康福祉政策課、医

務課、社会福祉課、長寿社会課、障害福祉課、こども未来課、こ

ども家庭課、産業政策課、教育総務課、学校教育課） 
 

第２章 災害予防対策 

第９節 避難収容活動体制の整  

    備 

国（原子力規制委員会、内閣府、海上保安部、自衛隊）、県警

察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、原子力事業

者、その他防災関係機関 

県（危機管理防災課、法務私学課、多文化共生さが推進課、健康

福祉政策課、医務課、社会福祉課、長寿社会課、障害福祉課、こ

ども未来課、こども家庭課、産業政策課、教育総務課、学校教育

課） 
 

 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 

 

 

26 
 

第11節 学校等、病院等医療機 

関、社会福祉施設等の 

避難計画等 

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援

学校（以下「学校等」という。）・病院等医療機関・社会福祉施

設（保育所等の第２種社会福祉事業を実施する施設を含む。以下

同じ。）・不特定多数のものが利用する特定の施設等の管理者、

玄海町、関係周辺市、県医師会、関係郡市医師会、その他防災関

係機関 

県（危機管理防災課、法務私学課、国際課、医務課、社会福祉

課、長寿社会課、障害福祉課、こども未来課、こども家庭課、産

業政策課、教育総務課、学校教育課） 
 

 

第11節 学校等、病院等医療機 

関、社会福祉施設等の 

避難計画等 

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援

学校（以下「学校等」という。）・病院等医療機関・社会福祉施

設（保育所等の第２種社会福祉事業を実施する施設を含む。以下

同じ。）・不特定多数のものが利用する特定の施設等の管理者、

玄海町、関係周辺市、県医師会、関係郡市医師会、その他防災関

係機関 

県（危機管理防災課、法務私学課、多文化共生さが推進課、医務

課、社会福祉課、長寿社会課、障害福祉課、こども未来課、こど

も家庭課、産業政策課、教育総務課、学校教育課） 
 

 

 

 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 

 

30 
 

第16節 住民等への的確な情報 

伝達体制の整備 

国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官）、玄海町、

関係周辺市、その他市町、原子力事業者 

県（危機管理防災課、報道課、広報広聴課、長寿社会課、障害福

祉課、国際課、各部（局）等連絡員所属部署、関係各課） 
 

 

第16節 住民等への的確な情報 

伝達体制の整備 

国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官）、玄海町、

関係周辺市、その他市町、原子力事業者 

県（危機管理防災課、報道課、広報広聴課、長寿社会課、障害福

祉課、多文化共生さが推進課、各部（局）等連絡員所属部署、関

係各課） 
 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 

31 第 17 節 原子力防災に関す 

る住民に対する知 

識の普及啓発 

国（原子力規制委員会、内閣府、消防庁）、玄海町、関係周辺

市、その他市町、原子力事業者 

県（危機管理防災課、原子力安全対策課、関係各課） 
 

第 17 節 原子力防災に関す 

る住民に対する知 

識の普及啓発 

国（原子力規制委員会、内閣府、消防庁）、玄海町、関係周辺

市、その他市町、原子力事業者 

県（危機管理防災課、原子力安全対策課、関係各課） 
 

 

31 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努める（新設）ものとする。 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点へ十分に配慮するよう努めることに加え、家庭動物の飼

育の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努めるものとする。 

 

担当課

による

修正 
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頁 現行 修正案 備考 

35 第３章 災害応急対策 

第２節 通報連絡、情報収集活動 国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、気象台、海

上保安部、自衛隊）、県警察、玄海町、関係周辺市、その他市

町、原子力事業者、その他防災関係機関 

県（危機管理防災課、原子力安全対策課、各部（局）等連絡員所

属部署、関係各課） 
 

 

第３章 災害応急対策 

第２節 通報連絡、情報収集活動 国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、気象台、海

上保安部、自衛隊）、県警察、玄海町、関係周辺市、その他市

町、原子力事業者、その他防災関係機関 

県（危機管理防災課、原子力安全対策課、各部（局）等連絡員所

属部署、関係各課） 
 

 

 

 

 

 

 

 

35 １ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡等 

(1) 情報収集事態が発生した場合 

  ア 国からの連絡 

原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその後 

の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対して情報提供を行う。 

 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地情報連絡室は、県、玄海町及び関係 

周辺市に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

イ 県からの連絡 

県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場合 

には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、情報収集事態の発生を認知 

したことについて、その他市町及び関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 

(2) 警戒事態が発生した場合 

ア 国からの連絡 

原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等に 

より報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びその後 

の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、県、玄海町及び関係周辺市 

に対して、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、ＰＡＺを含む玄海 

町及び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保 

等）を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設敷地緊急 

事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、県を通じて要請す 

る。その際併せて、気象情報を提供するものとする。（新設） 

 

（略） 

１ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡等 

(1) 情報収集事態が発生した場合 

  ア 国からの連絡 

原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、情報収集事態を認知した場合には、 

情報収集事態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対 

して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室は、県、玄海町及び関係 

周辺市に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

イ 県からの連絡 

県は、原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室から連絡があった場合など、情 

報収集事態の発生を認知した場合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。 

また、情報収集事態の発生を認知したことについて、その他市町及び関係する指定地方公 

共機関に連絡するものとする。 

(2) 警戒事態が発生した場合 

ア 国からの連絡 

原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、警戒事態に該当する自然災害を認 

   知したとき又は原子力事業者等により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合 

には、警戒事態の発生及びその後の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に 

対して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、県、玄海町及び関係周辺市 

に対して、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、ＰＡＺを含む玄海 

町及び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保 

等）を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設敷地緊急 

事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、県を通じて要請す 

る。その際併せて、気象情報を提供するものとする。原子力規制委員会・内閣府原子力合同 

警戒本部は、ＰＡＺ内の地方公共団体との間において、要請した施設敷地緊急事態用避難者 

の避難準備の状況等を随時連絡するなど、連絡を密にするものとする。 

 

（略） 

 

国基本

計画の

修正に

伴う追

記 

 

同上 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同上 
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頁 現行 修正案 備考 

44 第３節 活動体制の確立 国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、自衛隊等）
県警察、玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、その他
防災関係機関 
県（危機管理防災課、原子力安全対策課、医務課、各部(局)等連
絡員所属部署、関係各課） 

 

第３節 活動体制の確立 国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、自衛隊等）
県警察、玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、その他
防災関係機関 
県（危機管理防災課、原子力安全対策課、医務課、各部(局)等連
絡員所属部署、関係各課） 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
 
（災害警戒対策本部の配備体制、所掌事務） 

部(局)名 課(室)名 所 掌 事 務 
政策部 政策チーム ○ 政策部内の連絡調整に関すること 

広報広聴課 ○ 県民からの問い合わせに関すること 
危機管理・ 
報道局 

危機管理防災課 
 

○ 県災害警戒対策本部の設置、運営に関すること 
○ 災害情報の収集及び状況の把握に関すること 
○ 国、原子力防災専門官、避難計画策定市町及びその他防 

災関係機関との連絡調整に関すること 
○ 災害警戒対策体制の総合調整に関すること 
○ オフサイトセンターの設営準備に関すること 

報道課 ○ 報道機関との連絡及び相互協力に関すること 
総務部 法務私学課 ○ 総務部内の連絡調整に関すること 

唐津県税事務所 ○ オフサイトセンターの設営準備に関すること 
地域交流部 さが創生推進課 ○ 地域交流部内の連絡調整に関すること 
文化・観光局 文化課 ○ 社会教育施設（博物館に限る。）の状況把握に関すること 

観光課 ○ 観光客数等の状況把握に関すること 
SAGA2024・
SSP 推進局 

SAGA スポーツピラ
ミッド推進グループ 
スポーツ課 

○ 体育施設の状況把握に関すること 

県民環境部 原子力安全対策課 ○ 国、原子力防災専門官、避難計画策定市町及び原子力発 
電所防災管理者との連絡調整に関すること 

○ 原子力施設の状況把握に関すること 
県民協働課 ○ 県民環境部内の連絡調整に関すること 
まなび課 ○ 社会教育施設（博物館を除く。）の状況把握に関すること 
環境センター ○ 緊急モニタリング本部の設置及び運営に関すること 

○ 緊急時モニタリングの実施に関すること 
○ 緊急時モニタリング要員等の派遣に関すること 
○ 緊急時モニタリングセンターの設置準備に関すること 

健康福祉部 健康福祉政策課 ○ 健康福祉部内の連絡調整に関すること 
○ 福祉関係施設の状況把握に関すること 

医務課 ○ 医療関係機関との連絡調整に関すること 
○ 医療関係施設の状況把握に関すること 

唐津保健福祉事務所 
伊万里保健福祉事務 
所 

○ 医療関係施設の状況把握に関すること 
○ 緊急時モニタリングへの協力に関すること 

（略） 
 
（災害警戒対策本部の配備体制、所掌事務） 

部(局)名 課(室)名 所 掌 事 務 
政策部 さが政策推進チーム ○ 政策部内の連絡調整に関すること 

広報広聴課 ○ 県民からの問い合わせに関すること 
危機管理・ 
報道局 

危機管理防災課 
 

○ 県災害警戒対策本部の設置、運営に関すること 
○ 災害情報の収集及び状況の把握に関すること 
○ 国、原子力防災専門官、避難計画策定市町及びその他防 

災関係機関との連絡調整に関すること 
○ 災害警戒対策体制の総合調整に関すること 
○ オフサイトセンターの設営準備に関すること 

報道課 ○ 報道機関との連絡及び相互協力に関すること 
総務部 法務私学課 ○ 総務部内の連絡調整に関すること 

唐津県税事務所 ○ オフサイトセンターの設営準備に関すること 
地域交流部 さが創生推進課 ○ 地域交流部内の連絡調整に関すること 
文化・観光
局 

文化課 ○ 社会教育施設（博物館に限る。）の状況把握に関すること 
観光課 ○ 観光客数等の状況把握に関すること 

SAGA2024・
SSP 推進局 

SAGA スポーツピラミ
ッド推進グループ 
スポーツ課 

○ 体育施設の状況把握に関すること 

県民環境部 原子力安全対策課 ○ 国、原子力防災専門官、避難計画策定市町及び原子力発 
電所防災管理者との連絡調整に関すること 

○ 原子力施設の状況把握に関すること 
県民協働課 ○ 県民環境部内の連絡調整に関すること 
まなび課 ○ 社会教育施設（博物館を除く。）の状況把握に関すること 
環境センター ○ 緊急モニタリング本部の設置及び運営に関すること 

○ 緊急時モニタリングの実施に関すること 
○ 緊急時モニタリング要員等の派遣に関すること 
○ 緊急時モニタリングセンターの設置準備に関すること 

健康福祉部 健康福祉政策課 ○ 健康福祉部内の連絡調整に関すること 
○ 福祉関係施設の状況把握に関すること 

医務課 ○ 医療関係機関との連絡調整に関すること 
○ 医療関係施設の状況把握に関すること 

唐津保健福祉事務所 
伊万里保健福祉事務 
所 

○ 医療関係施設の状況把握に関すること 
○ 緊急時モニタリングへの協力に関すること 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 
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頁 現行 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女参画・こ
ども局 

こども未来課、こど
も家庭課 

○ 子ども・子育て関連施設の状況把握に関すること 

産業労働部 産業政策課 ○ 産業労働部内の連絡調整に関すること 
○ 輸送関係機関の状況把握に関すること 

農林水産部 農政企画課 ○ 農林水産部内の連絡調整に関すること 
○ 農林水産物の出荷状況等の把握に関すること 

水産課 ○ 漁獲等の状況把握に関すること 
県土整備部 県土企画課 ○ 県土整備部内の連絡調整に関すること 

道路課 ○ 道路状況の把握に関すること 
唐津土木事務所 
伊万里土木事務所 

○ 道路状況の把握に関すること 

教育委員会 
事務局 

教育総務課 ○ 教育委員会事務局内の連絡調整に関すること 
○ 教育関連施設の状況把握に関すること 

警察本部 警備第二課 ○ 警察本部内の連絡調整に関すること 
 
（略） 
 

対策部 
対策部長 

対策部長の 
担任事務 左の主な内容 関係（対応）課等 

総括対策部 
 
●副知事 

災害対策の総
括 
◇危機管理・ 

報道局長 
◇県民環境部 

副部長 
 
※総括対策部 

に、各対策 
部から、原 
則として副 
部長級職員 
１名及び課 
長級職員 1 
名、その他 
職員１名を 
配置。 
（所属は総 

括対策部 
とす

る。） 

・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること 
・本表においていずれの対策部にも属さない事務に 

係る処理の指示に関すること 
（情報収集関係） 
・災害・被害状況の把握に関すること 
・市町や関係機関への情報提供、国への報告に関す 

ること 
（分析・企画関係） 
・災害対策本部及び現地対策本部の設置・運営に関 

すること 
・現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協 

議会に関すること 
・災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関する 

こと 
・防護対策及び防護対策区域の検討に関すること 
・避難の総合的な進行管理に関すること 
（調整関係） 
・市町との連絡・全体調整に関すること（行政機能 

の移転及び業務支援の調整に関することを含む） 
・国の現地災害対策本部との連絡調整に関すること 
・自衛隊への出動準備要請、災害派遣要請、受入に 

関すること 
・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊の受入・調整に 

関すること 

政策チーム 
企画チーム 
危機管理防災課 
原子力安全対策課 
ほか 
 
※長期的対応が必要 

な場合等はパーマ 
ネントスタッフに 
よる補充も行う 

男女参画・こ
ども局 

こども未来課、こども
家庭課 

○ 子ども・子育て関連施設の状況把握に関すること 

産業労働部 産業政策課 ○ 産業労働部内の連絡調整に関すること 
○ 輸送関係機関の状況把握に関すること 

農林水産部 農政企画課 ○ 農林水産部内の連絡調整に関すること 
○ 農林水産物の出荷状況等の把握に関すること 

水産課 ○ 漁獲等の状況把握に関すること 
県土整備部 県土企画課 ○ 県土整備部内の連絡調整に関すること 

道路課 ○ 道路状況の把握に関すること 
唐津土木事務所 
伊万里土木事務所 

○ 道路状況の把握に関すること 

教育委員会 
事務局 

教育総務課 ○ 教育委員会事務局内の連絡調整に関すること 
○ 教育関連施設の状況把握に関すること 

警察本部 警備第二課 ○ 警察本部内の連絡調整に関すること 
 
（略） 
 

対策部 
対策部長 

対策部長の 
担任事務 左の主な内容 関係（対応）課等 

総括対策部 
 
●副知事 

災害対策の総
括 
◇危機管理・ 

報道局長 
◇県民環境部 

副部長 
 
※総括対策部 

に、各対策 
部から、原 
則として副 
部長級職員 
１名及び課 
長級職員 1 
名、その他 
職員１名を 
配置。 
（所属は総 

括対策部 
とす

る。） 

・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること 
・本表においていずれの対策部にも属さない事務に 

係る処理の指示に関すること 
（情報収集関係） 
・災害・被害状況の把握に関すること 
・市町や関係機関への情報提供、国への報告に関す 

ること 
（分析・企画関係） 
・災害対策本部及び現地対策本部の設置・運営に関 

すること 
・現地事故対策連絡会議及び原子力災害合同対策協 

議会に関すること 
・災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関する 

こと 
・防護対策及び防護対策区域の検討に関すること 
・避難の総合的な進行管理に関すること 
（調整関係） 
・市町との連絡・全体調整に関すること（行政機能 

の移転及び業務支援の調整に関することを含む） 
・国の現地災害対策本部との連絡調整に関すること 
・自衛隊への出動準備要請、災害派遣要請、受入に 

関すること 
・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊の受入・調整に 

関すること 

さが政策推進チーム 
 
危機管理防災課 
原子力安全対策課 
ほか 
 
※長期的対応が必要 

な場合等はパーマ 
ネントスタッフに 
よる補充も行う 
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49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国、他県等関係機関への応援要請・専門家等の派 
遣要請・活動調整に関すること（広域避難の調整 
含む） 

・防災関係機関、企業及び県民等に対する指示、協 
力要請及び連絡調整に関すること 

・国等関係機関への陳情等に関すること 
・視察・調査の対応、応接に関すること 
・被災地の慰問、激励等への対応に関すること 
・航空運用調整に関すること 
（原子力施設関係） 
・原子力施設との連絡に関すること 
・原子力施設の状況把握に関すること 
・原子力事業者の防災管理者との連絡調整に関する 

こと 
・原子力施設に係る情報の整理、公表、説明に関す 

ること 
情報通信 
対策部 
 
●総務部長 

情報通信手段
の確保等 
 
◇行政デジタ 

ル推進課長 

・県庁ポータル及び職員ポータルの維持・復旧に関
すること 
・被災市町のＩＣＴに係る助言に関すること 
・公共ネットワーク、情報系ネットワークの復旧・ 

整備に関すること（代替通信手段の確保含む） 
・重要システムの非常用電源の確保に関すること 
・現地機関の移転先における情報通信環境の整備の 

支援に関すること 
・防災行政無線等通信施設の利用調整に関すること 
・災害対策本部の設備に関すること 
・電源（災害対策本部の非常用電源を除く）及び電 

話回線の確保に関すること 
・代替オフサイトセンターの臨時電話等の設置に関 

すること 

行政デジタル推進課 
危機管理防災課 
資産活用課 

広報対策部 
 
●危機管理 

・報道局
長 

県民等への情
報発信、報道 
対応等 
◇報道課長 

・県ホームページによる事故情報・災害情報等の提 
供に関すること 

・報道機関を通じた県民への情報提供に関すること 
・県本部の広報に関すること 
・報道機関との連絡及び相互協力に関すること 
・報道機関への緊急報道要請に関すること 
・知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に 

関すること 
・地域コミュニティＦＭとの情報連携・提供に関す 

ること 
・生活関連情報の提供に関すること 
・報道機関からの照会への対応に関すること 
・各種支援策に係る住民への周知に関すること 
・海外に対する災害・被災状況、支援内容（物資の 

広報広聴課 
報道課 
国際課 

・国、他県等関係機関への応援要請・専門家等の派 
遣要請・活動調整に関すること（広域避難の調整 
含む） 

・防災関係機関、企業及び県民等に対する指示、協 
力要請及び連絡調整に関すること 

・国等関係機関への陳情等に関すること 
・視察・調査の対応、応接に関すること 
・被災地の慰問、激励等への対応に関すること 
・航空運用調整に関すること 
（原子力施設関係） 
・原子力施設との連絡に関すること 
・原子力施設の状況把握に関すること 
・原子力事業者の防災管理者との連絡調整に関する 

こと 
・原子力施設に係る情報の整理、公表、説明に関す 

ること 
情報通信 
対策部 
 
●総務部長 

情報通信手段
の確保等 
 
◇行政デジタ 

ル推進課長 

・県庁ポータル及び職員ポータルの維持・復旧に関
すること 
・被災市町のＩＣＴに係る助言に関すること 
・公共ネットワーク、情報系ネットワークの復旧・ 

整備に関すること（代替通信手段の確保含む） 
・重要システムの非常用電源の確保に関すること 
・現地機関の移転先における情報通信環境の整備の 

支援に関すること 
・防災行政無線等通信施設の利用調整に関すること 
・災害対策本部の設備に関すること 
・電源（災害対策本部の非常用電源を除く）及び電 

話回線の確保に関すること 
・代替オフサイトセンターの臨時電話等の設置に関 

すること 

行政デジタル推進課 
危機管理防災課 
資産活用課 

広報対策部 
 
●危機管理 

・報道局
長 

県民等への情
報発信、報道 
対応等 
◇報道課長 

・県ホームページによる事故情報・災害情報等の提 
供に関すること 

・報道機関を通じた県民への情報提供に関すること 
・県本部の広報に関すること 
・報道機関との連絡及び相互協力に関すること 
・報道機関への緊急報道要請に関すること 
・知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に 

関すること 
・地域コミュニティＦＭとの情報連携・提供に関す 

ること 
・生活関連情報の提供に関すること 
・報道機関からの照会への対応に関すること 
・各種支援策に係る住民への周知に関すること 
・海外に対する災害・被災状況、支援内容（物資の 

広報広聴課 
報道課 
国際政策グループ 
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50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類や提供方法等）等の情報発信に関すること 
・海外からの支援等の問合せに関すること 
・国対策本部との報道発表内容の調整に関すること 
・誤情報拡散防止への対応 
・放射線等に係る住民向け情報提供、広報の実施に 

関すること（出荷制限・摂取制限に係る注意喚起 
等を含む。） 

・風評被害に対応する広報の実施に関すること 
・上記広報対策部の活動に際し収集した資料の整理 

・記録に関すること 
被災者支援
等対策部 
 
●政策部長 

被災者等の相
談対応（24 時
間対応を基
本） 
◇広報広聴課 
 長 

・県民からの要望の受付に関すること 
・被災者等からの相談に係る担当調整、とりまとめ
に関すること 
・放射線等に係る相談、問合せの応対に関すること 

広報広聴課 
 
※必要に応じて関 

係課に対応を依 
頼及び要員参集 

被災者支援に
関すること 
◇政策部 

副部長 

・義援金に関すること 
・被災者生活再建支援法の適用に関すること 
・災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に 

関すること 
・他都道府県等からの災害見舞金に関すること 

危機管理防災課 
社会福祉課 ほか 

県議会対策等 
◇政策調整監 

・県議会との連絡調整に関すること 
・政策部の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連 

絡調整に関すること 

政策チーム 
（総務調整担当） 

ライフライン
情報の収集・
提供 
◇政策部副部 
 長 

・ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、通
信、 

放送施設）の被害状況及び復旧状況に関する情報 
の収集、関係機関への伝達に関すること 

行政デジタル推進課 
生活衛生課 
新エネルギー産業課 
下水道課 ほか 

災害救助法 
◇政策部副部 
 長 

・災害救助法に関すること 政策チーム 
（総務調整担当） 
危機管理防災課 
災害救助法の救助の
種類に応じた関係課
（法務私学課、社会
福祉課、医務課、生
活衛生課、産業政策
課、建築住宅課、学
校教育課 ほか） 

本部長秘書 
◇秘書課長 

・災害対策本部長の秘書に関すること 
・視察者等の応接に関すること（本部長の対応に係 

る分） 

秘書課 

組織支援 
対策部 

対策部内の被
害とりまとめ

・総務部関係の被害状況のとりまとめ及び応急対策 
の連絡調整に関すること 

法務私学課 

種類や提供方法等）等の情報発信に関すること 
・海外からの支援等の問合せに関すること 
・国対策本部との報道発表内容の調整に関すること 
・誤情報拡散防止への対応 
・放射線等に係る住民向け情報提供、広報の実施に 

関すること（出荷制限・摂取制限に係る注意喚起 
等を含む。） 

・風評被害に対応する広報の実施に関すること 
・上記広報対策部の活動に際し収集した資料の整理 

・記録に関すること 
被災者支援
等対策部 
 
●政策部長 

被災者等の相
談対応（24 時
間対応を基
本） 
◇広報広聴課 
 長 

・県民からの要望の受付に関すること 
・被災者等からの相談に係る担当調整、とりまとめ
に関すること 
・放射線等に係る相談、問合せの応対に関すること 

広報広聴課 
 
※必要に応じて関 

係課に対応を依 
頼及び要員参集 

被災者支援に
関すること 
◇政策部 

副部長 

・義援金に関すること 
・被災者生活再建支援法の適用に関すること 
・災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に 

関すること 
・他都道府県等からの災害見舞金に関すること 

危機管理防災課 
社会福祉課 ほか 

県議会対策等 
◇政策調整監 

・県議会との連絡調整に関すること 
・政策部の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連 

絡調整に関すること 

さが政策推進チーム 

ライフライン
情報の収集・
提供 
◇政策部副部 
 長 

・ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、通
信、 

放送施設）の被害状況及び復旧状況に関する情報 
の収集、関係機関への伝達に関すること 

行政デジタル推進課 
生活衛生課 
産業グリーン化推進
グループ 
下水道課 ほか 

災害救助法 
◇政策部副部 
 長 

・災害救助法に関すること さが政策推進チーム 
 
危機管理防災課 
災害救助法の救助の
種類に応じた関係課
（法務私学課、社会
福祉課、医務課、生
活衛生課、産業政策
課、建築住宅課、学
校教育課 ほか） 

本部長秘書 
◇秘書課長 

・災害対策本部長の秘書に関すること 
・視察者等の応接に関すること（本部長の対応に係 

る分） 

秘書課 

組織支援 
対策部 

対策部内の被
害とりまとめ

・総務部関係の被害状況のとりまとめ及び応急対策 
の連絡調整に関すること 

法務私学課 
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●総務部長 

及び応急対策
の連絡調整 
◇法務私学課 
 長 
対応要員確
保、外部支援
職員の支援 
◇人事課長 

・災害対策要員の動員、調整に関すること 
・災害対策要員の健康管理に関すること 
・災害対策要員の軽食等の準備に関すること 
・国、他都道府県等からの支援職員の全体把握に関 

すること 
・国、他県等からの応援職員の身分取扱い及び宿舎 

確保に関する全体調整 

人事課 

庁内応援要員
の確保・調整 
◇人事課長 

・応援チーム（各種委員会事務局のほか各部内及び 
現地機関で特に役割の割り当てのない所属の職員 
を登録）を災害規模や業務状況に応じて各対策部 
に要員を割り当て 

人事課 
（応援チームの構成
は、人権・同和対策
課、国民健康保険
課、ものづくり産業
課、入札・検査セン
ター、統計分析課、
会計課、各種委員会
事務局ほか災害対応
業務を持たない本庁
内の課・室及び災害
対応可能な職員） 

災害対策本部
の予算 
◇財政課長 

・災害対策費の予備費充用及び予算措置に関するこ
と 

財政課 

県有資産の管
理・活用 
◇資産活用課 
 長 

・県庁舎、総合庁舎、宿舎の被害調査及び災害対策 
に関すること 

・本部業務に必要な場所の確保に関すること 
・現地機関の機能移転に係る支援に関すること 
・自衛隊等の応援機関の受け入れにあたって、県有 

資産における候補箇所の調査に関すること 

資産活用課 
総合庁舎以外の単独
庁舎の所管部署 

災害対策本部
の運営支援 
◇総務事務セ 

ンター長 

・災害対応業務（車両、非常用電源）の燃料の確保 
に関すること 

・災害対策用自動車の調達及び配車に関すること 
・災害対策関係物品の調達及び出納に関すること 
・災害対策本部業務に必要な備品、消耗品に関する 

こと 

総務事務センター 

税務関係 
◇税政課長 

・災害による県税の減免等に関すること 
・被災市町の税政の調査及び助言に関すること 

税政課 

 市町の行財政
支援 
◇市町支援課 
 長 

・被災市町の行財政の調査及び助言に関すること 
・被災市町の応急対策資金のあっせんに関すること 
・市町支援のため必要な情報収集業務に関すること 
・市町への応援職員の派遣の窓口・調整業務に関す 

市町支援課 

 
●総務部長 

及び応急対策
の連絡調整 
◇法務私学課 
 長 
対応要員確
保、外部支援
職員の支援 
◇人事課長 

・災害対策要員の動員、調整に関すること 
・災害対策要員の健康管理に関すること 
・災害対策要員の軽食等の準備に関すること 
・国、他都道府県等からの支援職員の全体把握に関 

すること 
・国、他県等からの応援職員の身分取扱い及び宿舎 

確保に関する全体調整 

人事課 

庁内応援要員
の確保・調整 
◇人事課長 

・応援チーム（各種委員会事務局のほか各部内及び 
現地機関で特に役割の割り当てのない所属の職員 
を登録）を災害規模や業務状況に応じて各対策部 
に要員を割り当て 

人事課 
（応援チームの構成
は、人権・同和対策
課、国民健康保険
課、ものづくり産業
課、入札・検査セン
ター、統計分析課、
会計課、各種委員会
事務局ほか災害対応
業務を持たない本庁
内の課・室及び災害
対応可能な職員） 

災害対策本部
の予算 
◇財政課長 

・災害対策費の予備費充用及び予算措置に関するこ
と 

財政課 

県有資産の管
理・活用 
◇資産活用課 
 長 

・県庁舎、総合庁舎、宿舎の被害調査及び災害対策 
に関すること 

・本部業務に必要な場所の確保に関すること 
・現地機関の機能移転に係る支援に関すること 
・自衛隊等の応援機関の受け入れにあたって、県有 

資産における候補箇所の調査に関すること 

資産活用課 
総合庁舎以外の単独
庁舎の所管部署 

災害対策本部
の運営支援 
◇総務事務セ 

ンター長 

・災害対応業務（車両、非常用電源）の燃料の確保 
に関すること 

・災害対策用自動車の調達及び配車に関すること 
・災害対策関係物品の調達及び出納に関すること 
・災害対策本部業務に必要な備品、消耗品に関する 

こと 

総務事務センター 

税務関係 
◇税政課長 

・災害による県税の減免等に関すること 
・被災市町の税政の調査及び助言に関すること 

税政課 

 市町の行財政
支援 
◇市町支援課 
 長 

・被災市町の行財政の調査及び助言に関すること 
・被災市町の応急対策資金のあっせんに関すること 
・市町支援のため必要な情報収集業務に関すること 
・市町への応援職員の派遣の窓口・調整業務に関す 

市町支援課 
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52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ること 
地域交流 
対策部 
 
●地域交流
部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇さが創生推 

進課長 

・対策部内（文化・観光・スポーツ対策部を含
む。） 

の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整 
に関すること 

さが創生推進課 

交通・輸送に
係る全体調整
等 
◇交通政策課 
 長 

・緊急輸送、交通手段の確保等対策の全体調整に関 
すること 

交通政策課 
※避難行動要支援者 

の避難について、 
特殊な福祉関係車 
両の調整・確保は 
健康福祉対策部 
が、自衛隊車両の 
調整・確保は総括 
対策部が実施 

運輸関係及び 
緊急ヘリポー
ト対策 
◇地域交流部 

副部長 

・定期バス及び離島航路に関すること 
・臨時ヘリポートの確保に関すること 
・緊急輸送における空港の使用に関すること 
・緊急輸送（鉄道）に関すること 

空港課 
交通政策課 
港湾課 

港湾・漁港対
策 
◇港湾課長 

・港湾（漁港含む。）施設関係の被害調査及び災害
対 

策に関すること 
・港湾海岸、漁港海岸等の被害調査及び災害対策に 

関すること 
・緊急輸送における港湾の使用に関すること 

農山村課 
港湾課 
水産課 

船舶対策 
◇水産課長 

・緊急輸送（漁船）に関すること 水産課 

車両対策 
◇産業政策課 
 長 

・緊急輸送（バス、トラック）に関すること 産業政策課 

外国人対策 
◇国際課長 

・県内在住外国人の被害調査及び支援に関すること 
 
 

国際課 

文化・観
光・スポー
ツ対策部 
 
●文化・観
光局長
（正） 
 

社会教育施設
（博物館）、
文化財対策 
◇文化課長 

・社会教育施設（博物館に限る。）の被害状況のと
り 

まとめ及び応急対策の連絡調整に関すること 
・社会教育施設（博物館に限る。）の来場者の避難
に 

関すること 
・文化財等の被害調査及び災害対策に関すること 

文化課 

観光、一時滞 ・観光関係施設の被害調査及び災害対策に関するこ 観光課 

ること 
地域交流 
対策部 
 
●地域交流
部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇さが創生推 

進課長 

・対策部内（文化・観光・スポーツ対策部を含
む。） 

の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整 
に関すること 

さが創生推進課 

交通・輸送に
係る全体調整
等 
◇交通政策課 
 長 

・緊急輸送、交通手段の確保等対策の全体調整に関 
すること 

交通政策課 
※避難行動要支援者 

の避難について、 
特殊な福祉関係車 
両の調整・確保は 
健康福祉対策部 
が、自衛隊車両の 
調整・確保は総括 
対策部が実施 

運輸関係及び 
緊急ヘリポー
ト対策 
◇地域交流部 

副部長 

・定期バス及び離島航路に関すること 
・臨時ヘリポートの確保に関すること 
・緊急輸送における空港の使用に関すること 
・緊急輸送（鉄道）に関すること 

空港課 
交通政策課 
港湾課 

港湾・漁港対
策 
◇港湾課長 

・港湾（漁港含む。）施設関係の被害調査及び災害
対 

策に関すること 
・港湾海岸、漁港海岸等の被害調査及び災害対策に 

関すること 
・緊急輸送における港湾の使用に関すること 

農山村課 
港湾課 
水産課 

船舶対策 
◇水産課長 

・緊急輸送（漁船）に関すること 水産課 

車両対策 
◇産業政策課 
 長 

・緊急輸送（バス、トラック）に関すること 産業政策課 

外国人対策 
◇多文化共生
さが推進課長 

・県内在住外国人の被害調査及び支援に関すること 多文化共生さが推進
課 

文化・観
光・スポー
ツ対策部 
 
●文化・観
光局長
（正） 
 

社会教育施設
（博物館）、
文化財対策 
◇文化課長 

・社会教育施設（博物館に限る。）の被害状況のと
り 

まとめ及び応急対策の連絡調整に関すること 
・社会教育施設（博物館に限る。）の来場者の避難
に 

関すること 
・文化財等の被害調査及び災害対策に関すること 

文化課 

観光、一時滞 ・観光関係施設の被害調査及び災害対策に関するこ 観光課 
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●SAGA 
2024・SSP
推進局長
（副） 

在者対策 
◇観光課長 

 と 
・避難所に係るホテル、旅館等との連携協力に関す 

ること 
・帰宅困難者対策に関すること 

スポーツ対策 
◇スポーツ課 
 長 

・スポーツ施設の被害調査及び災害対策に関するこ 
 と 
・スポーツ施設の来場者の避難に関すること・体育 

施設の来場者の避難に関すること 

SAGA スポーツピラ
ミッド推進グループ 
スポーツ課 
SAGA サンライズパ
ーク整備推進課 

県民環境対
策部 
 
●県民環境 

部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇県民協働課 
 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

県民協働課 

緊急モニタリ
ング本部 
◇環境センタ 

ー所長 

・緊急時モニタリングの実施計画に関すること 
・緊急時モニタリングの実施に関すること 
・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に関するこ 
 と 
・モニタリング結果の関係機関への情報提供及び公 

表に関すること 

環境センター 
生活衛生課 
農産経営課 
園芸農産課 
水産課 
林業課 
農山村課 
農地整備課 ほか 
※モニタリング要員 

は県民環境部各 
課、各保健福祉事 
務所及び衛生薬業 
センターから派遣 

放射性物質等
による汚染対
策 
◇県民環境部 

副部長 

・放射性物質による汚染の除去及び除染に関する総 
括に関すること 

・放射性物質の付着した廃棄物の処分に関すること 
・稲わら・飼料の流通に関すること 
・森林の放射性物質による汚染対策に関すること 
・林産物や特用林産物の放射性物質による汚染対策 

に関すること 
・汚染された上下水道汚泥の対策に関すること 
・農地の放射性物質による汚染対策に関すること 
・住宅（地）の放射性物質による汚染対策に関する

こと 
・その他の放射性物質による汚染対策に関すること 

循環型社会推進課 
生活衛生課 
畜産課 
林業課 
下水道課 
農山村課 
農地整備課  
森林整備課 
ほか 

ボランティア 
◇県民協働課 
 長 

・ボランティア活動の総合調整に関すること 
・災害ボランティア及び災害ボランティアセンター 

の運営支援に関すること 

県民協働課 

物価の監視 ・物価の監視及び生活物資の安定供給に関すること くらしの安全安心課 

●SAGA 
2024・SSP
推進局長
（副） 

在者対策 
◇観光課長 

 と 
・避難所に係るホテル、旅館等との連携協力に関す 

ること 
・帰宅困難者対策に関すること 

スポーツ対策 
◇スポーツ課 
 長 

・スポーツ施設の被害調査及び災害対策に関するこ 
 と 
・スポーツ施設の来場者の避難に関すること・体育 

施設の来場者の避難に関すること 

SAGA スポーツピラ
ミッド推進グループ 
スポーツ課 
SAGA サンライズパ
ーク整備推進課 

県民環境対
策部 
 
●県民環境 

部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇県民協働課 
 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

県民協働課 

緊急モニタリ
ング本部 
◇環境センタ 

ー所長 

・緊急時モニタリングの実施計画に関すること 
・緊急時モニタリングの実施に関すること 
・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に関するこ 
 と 
・モニタリング結果の関係機関への情報提供及び公 

表に関すること 

環境センター 
生活衛生課 
農産経営課 
園芸農産課 
水産課 
林業課 
農山村課 
農地整備課 ほか 
※モニタリング要員 

は県民環境部各 
課、各保健福祉事 
務所及び衛生薬業 
センターから派遣 

放射性物質等
による汚染対
策 
◇県民環境部 

副部長 

・放射性物質による汚染の除去及び除染に関する総 
括に関すること 

・放射性物質の付着した廃棄物の処分に関すること 
・稲わら・飼料の流通に関すること 
・森林の放射性物質による汚染対策に関すること 
・林産物や特用林産物の放射性物質による汚染対策 

に関すること 
・汚染された上下水道汚泥の対策に関すること 
・農地の放射性物質による汚染対策に関すること 
・住宅（地）の放射性物質による汚染対策に関する

こと 
・その他の放射性物質による汚染対策に関すること 

循環型社会推進課 
生活衛生課 
畜産課 
林業課 
下水道課 
農山村課 
農地整備課  
森林整備課 
ほか 

ボランティア 
◇県民協働課 
 長 

・ボランティア活動の総合調整に関すること 
・災害ボランティア及び災害ボランティアセンター 

の運営支援に関すること 

県民協働課 

物価の監視 ・物価の監視及び生活物資の安定供給に関すること くらしの安全安心課 
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54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇くらしの安 
全安心課長 

自然公園対策 
◇有明海再生 

･自然環境 
課長 

・自然公園関係施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

有明海再生･自然環
境課 

公害防止対策 
◇環境課長 

・公害防止施設の被害調査及び災害対策に関するこ 
 と 
 
 

環境課 

廃棄物処理対
策 
◇循環型社会 

推進課長 

・廃棄物処理施設の被害調査及び廃棄物処理対策へ 
の支援に関すること 

・廃棄物の収集場所及び処分方法の指定に関するこ 
 と 
・ごみ処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 

循環型社会推進課 
ほか 

生涯学習・社
会教育施設対
策 
◇まなび課長 

・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の被
害 

調査及び災害対策に関すること 
・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の来
場 

者の避難に関すること 
・災害活動に応援する婦人会、青年団等との連絡調 

整に関すること 
・公民館に避難所を開設することについての協力に 

関すること 

まなび課 

健康福祉 
対策部 
 
●健康福祉 

部長 
（正） 

 
●男女参画 

・こども 
局長 
（副） 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇健康福祉政 

策課長 

・対策部内（男女参画・こども対策部を含む。）の 
 被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整に 
 関すること 

健康福祉政策課 

保健医療福祉
活動の総合調
整 
◇医療統括監 

・保健医療福祉調整本部の設置他、保健医療福祉活 
動の総合調整に関すること 

・災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）等 
他都道府県への支援チームの派遣要請、外部から 
の保健医療福祉に関する支援者（医療等ボランテ 
ィアを含む）に関すること 

・被ばく医療に関すること 
・入院患者の避難に関すること 
・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関するこ 
 と 
・住民の健康管理に関すること 
・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関すること 

健康福祉政策課 
医務課 
国民健康保険課 
薬務課 
生活衛生課 
社会福祉課 
長寿社会課 
障害福祉課 
こども家庭課 

◇くらしの安 
全安心課長 

自然公園対
策、公害防止
対策 
◇有明海再
生･環境課長 

 

・自然公園関係施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

・公害防止施設の被害調査及び災害対策に関するこ
と 
 
 
 
 

有明海再生･環境課 

廃棄物処理対
策 
◇循環型社会 
推進課長 

・廃棄物処理施設の被害調査及び廃棄物処理対策へ 
の支援に関すること 

・廃棄物の収集場所及び処分方法の指定に関するこ 
 と 
・ごみ処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 
団体への応援要請に関すること 

循環型社会推進課 
ほか 

生涯学習・社
会教育施設対
策 

◇まなび課
長 

・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の被
害 

調査及び災害対策に関すること 
・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の来
場 

者の避難に関すること 
・災害活動に応援する婦人会、青年団等との連絡調 

整に関すること 
・公民館に避難所を開設することについての協力に 

関すること 

まなび課 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇健康福祉政 
策課長 

・対策部内（男女参画・こども対策部を含む。）の 
 被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整に 

 関すること 

健康福祉政策課 

健康福祉 
対策部 
 
●健康福祉 

部長 
（正） 

 
●男女参画 

・こども 
局長 
（副） 

保健医療福祉
活動の総合調
整 

◇医療統括
監 

・保健医療福祉調整本部の設置他、保健医療福祉活 
動の総合調整に関すること 

・災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）等 
他都道府県への支援チームの派遣要請、外部から 
の保健医療福祉に関する支援者（医療等ボランテ 
ィアを含む）に関すること 

・被ばく医療に関すること 
・入院患者の避難に関すること 
・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関するこ 
 と 
・住民の健康管理に関すること 
・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関すること 

健康福祉政策課 
医務課 
国民健康保険課 
薬務課 
生活衛生課 
社会福祉課 
長寿社会課 
障害福祉課 
こども家庭課 
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55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安定ヨウ素剤の服用に関すること 
要配慮者対策 
◇健康福祉部 

副部長 

・社会福祉施設（保育所等の第二種社会福祉事業を 
実施する施設を含む。）、幼稚園、認定こども園、 
医療機関の被害調査及び災害対策に関すること 

・避難行動要支援者の避難に係る各種調整に関する 
こと 

・被災ひとり親世帯（母子世帯、父子世帯）の援護 
に関すること 

・被災したこどもに対する福祉サービスに関するこ 
 と 
・被災高齢者に対する福祉サービスに関すること 
・被災障害者に対する福祉サービスに関すること 
・手話通訳の派遣、点字資料の作成に関すること 
・その他の要配慮者対策に関すること 

法務私学課 
健康福祉政策課 
医務課 
社会福祉課 
長寿社会課 
障害福祉課 
こども未来課 
こども家庭課 
学校教育課 

避難所対策 
◇社会福祉課 
 長 

・避難所の設置、運営に関すること 
・災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の編成及び避難 

所への派遣等に関すること 

社会福祉課 ほか 

医療対策 
◇医務課長 

・保健医療活動チームの編成及び派遣並びに被災者 
の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関すること 
・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 
・国への医療従事者（災害派遣医療チーム（ＤＭＡ 

Ｔ）を含む。）の派遣要請に関すること 
・団体（医師会、国立病院機構（ＮＨＯ）等）への 

医療従事者の派遣要請に関すること 
・医療機関への医療活動情報の提供に関すること 
・ドクターヘリの運航に関すること 
・医薬品等の供給に関すること 

医務課 
薬務課 

精神医療対策 
◇障害福祉課 
 長 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の編成及び 
派遣並びに被災者等のメンタルヘルスケアに関す 
ること 

・他都道府県、国への災害派遣精神医療チーム（Ｄ 
ＰＡＴ）の派遣要請に関すること 

障害福祉課 

健康対策 
◇健康福祉政 

策課長 

・住民の健康管理に関すること 
・各種栄養相談及び指導の実施に関すること 

健康福祉政策課 

薬務、医療資
機材対策 
◇薬務課長 

・応急救護用医薬品、衛生材料及び防疫薬品等の確 
保及び供給に関すること 

・医療資機材の需給状況の把握及び供給の調整に関 
すること 

薬務課 

衛生対策 
◇健康福祉部 

副部長 

・水道、生活衛生施設の被害調査及び災害対策に関 
すること 

・水質検査の実施に係る関係団体との調整に関する 
こと 

循環型社会推進課 
環境課 
生活衛生課 
医務課 

・安定ヨウ素剤の服用に関すること 
要配慮者対策 
◇健康福祉部 
副部長 

・社会福祉施設（保育所等の第二種社会福祉事業を 
実施する施設を含む。）、幼稚園、認定こども園、 
医療機関の被害調査及び災害対策に関すること 

・避難行動要支援者の避難に係る各種調整に関する 
こと 

・被災ひとり親世帯（母子世帯、父子世帯）の援護 
に関すること 

・被災したこどもに対する福祉サービスに関するこ 
 と 
・被災高齢者に対する福祉サービスに関すること 
・被災障害者に対する福祉サービスに関すること 
・手話通訳の派遣、点字資料の作成に関すること 
・その他の要配慮者対策に関すること 

法務私学課 
健康福祉政策課 
医務課 
社会福祉課 
長寿社会課 
障害福祉課 
こども未来課 
こども家庭課 
学校教育課 

避難所対策 
◇社会福祉課 

 長 

・避難所の設置、運営に関すること 
・災害派遣福祉チーム（DWAT）の編成及び避難 
所への派遣等に関すること 

社会福祉課 ほか 

医療対策 
◇医務課長 

・保健医療活動チームの編成及び派遣並びに被災者 
の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関すること 
・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 
・国への医療従事者（災害派遣医療チーム（ＤＭＡ 

Ｔ）を含む。）の派遣要請に関すること 
・団体（医師会、国立病院機構（ＮＨＯ）等）への 

医療従事者の派遣要請に関すること 
・医療機関への医療活動情報の提供に関すること 
・ドクターヘリの運航に関すること 

・医薬品等の供給に関すること 

医務課 
薬務課 

精神医療対策 
◇障害福祉課 
 長 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の編成及び 
派遣並びに被災者等のメンタルヘルスケアに関す 
ること 

・他都道府県、国への災害派遣精神医療チーム（Ｄ 
ＰＡＴ）の派遣要請に関すること 

障害福祉課 

健康対策 
◇健康福祉政 
策課長 

・住民の健康管理に関すること 
・各種栄養相談及び指導の実施に関すること 

健康福祉政策課 

薬務、医療資
機材対策 

◇薬務課長 

・応急救護用医薬品、衛生材料及び防疫薬品等の確 
保及び供給に関すること 

・医療資機材の需給状況の把握及び供給の調整に関 
すること 

薬務課 

衛生対策 
◇健康福祉部 
副部長 

・水道、生活衛生施設の被害調査及び災害対策に関 
すること 

・水質検査の実施に係る関係団体との調整に関する 
こと 

循環型社会推進課 
有明海再生･環境課
生活衛生課 
医務課 
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・水源の取水停止の指示に関すること 
・飲料水の摂取制限の指示に関すること 
・出荷制限農林水産物に関する店頭調査に関するこ 
 と 
・食品衛生に関すること 
・仮設トイレの設置に係る関係団体との調整に関す 

ること 
・し尿処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 
・避難に伴う家庭動物対策に関すること 

流通・貿易課 
生産者支援課 
農業経営課 
園芸農産課 
畜産課 
水産課 
林業課 

こども、妊産
婦等対策 
◇男女参画・ 

こども局副 
局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影響低減策 
に関すること 

こども未来課 
こども家庭課 

男女共同参画 
◇男女参画・ 

女性の活躍 
推進課長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調整に関す 
ること 

男女参画・女性の活
躍推進課 

産業労働 
対策部 
 
●産業労働 

部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇産業政策課 

長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

産業政策課 

支援物資対策 
◇産業労働部 

副部長 

（物流関係） 
・物資全般の状況把握､調整に関すること 
・物資の受入・配送システムに係る事業者との調整 

に関すること 
・物資全般の配送に係る市町の支援に関すること 
・物資集積場所、輸送中継基地の確保に関すること 
（物資関係） 
・生活必需品等の供給に関すること 
・食料及び飲料水（ボトル飲料）の確保に関するこ 
 と 
・飲料水（ボトル飲料以外）及び生活用水の確保に 

関すること 
・市町からの応援要請の受付、把握に関すること 
・県備蓄物資の供給に関すること 
・協定締結団体等への要請に関すること 
・国、他都道府県、団体との調整に関すること 
・受入品の決定に関すること 
・ニーズの報道提供に関すること 
・自衛隊、日本赤十字社等へ炊出しの要請に関する 

報道課 
社会福祉課 
生活衛生課 
産業政策課 
流通・貿易課 
農政企画課 
ほか 

・水源の取水停止の指示に関すること 
・飲料水の摂取制限の指示に関すること 
・出荷制限農林水産物に関する店頭調査に関するこ 
 と 
・食品衛生に関すること 
・仮設トイレの設置に係る関係団体との調整に関す 

ること 
・し尿処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 
・避難に伴う家庭動物対策に関すること 

流通・貿易課 
生産者支援課 
農業経営課 
園芸農産課 
畜産課 
水産課 
林業課 

こども、妊産
婦等対策 
◇男女参画・ 

こども局副 
局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影響低減策 
に関すること 

こども未来課 
こども家庭課 

男女共同参画 
◇男女参画・ 

女性の活躍 
推進課長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調整に関す 
ること 

男女参画・女性の活
躍推進課 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇産業政策課 

長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

産業政策課 

産業労働 
対策部 
 
●産業労働 

部長 

支援物資対策 
◇産業労働部 

副部長 

（物流関係） 
・物資全般の状況把握､調整に関すること 
・物資の受入・配送システムに係る事業者との調整 

に関すること 
・物資全般の配送に係る市町の支援に関すること 
・物資集積場所、輸送中継基地の確保に関すること 
（物資関係） 
・生活必需品等の供給に関すること 
・食料及び飲料水（ボトル飲料）の確保に関するこ 
 と 
・飲料水（ボトル飲料以外）及び生活用水の確保に 

関すること 
・市町からの応援要請の受付、把握に関すること 
・県備蓄物資の供給に関すること 
・協定締結団体等への要請に関すること 
・国、他都道府県、団体との調整に関すること 
・受入品の決定に関すること 
・ニーズの報道提供に関すること 
・自衛隊、日本赤十字社等へ炊出しの要請に関する 

報道課 
社会福祉課 
生活衛生課 
産業政策課 
流通・貿易課 
農政企画課 
ほか 
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こと 
工業施設対策 
◇企業立地課 
 長 

・工業団地の被害調査及び災害対策に関すること 企業立地課 

雇用・労働者
対策 
◇産業人材課 
 長 

・労働者の確保・被災者の職業あっせんに関し、 
佐賀労働局との連絡調整に関すること 

・その他労働対策に関すること 

産業人材課 

流通対策 
◇流通・貿易 

課長 

・卸売市場の被害調査及び災害対策に関すること 
・貿易、流通業者の被害調査及び災害対策に関する 

こと 

流通・貿易課 
産業政策課 

商工業対策 
◇産業政策課 

長、企業立 
地課長 

・商工業者の被害に係る情報収集に関すること 
・商工業者の災害融資あっせんに関すること 

産業政策課 
企業立地課 

農林水産 
対策部 
 
●農林水産 

部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇農政企画課 
 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

・農林水産関係団体との連絡調整に関すること 
・緊急モニタリングへの協力に関すること 

農政企画課 

風評被害対策 
◇農林水産部 

副部長 

・商工業製品、観光業に係る風評被害に関すること 
・農林水産物に係る風評被害に関すること 
・残留放射線量等に係る証明書の発行に関すること 

流通・貿易課 
産業政策課 
観光課 
農業経営課 
園芸農産課 
畜産課 
水産課 
林業課 ほか 

作付・出荷制
限等対策 
◇農林水産部 

副部長 

・作付制限に関すること 
・農林水産物等（肥料、飼料を含む。）の出荷制限
等 

に関すること 
・出荷制限農林水産物に関する県民への注意喚起に 

関すること 

農業経営課 
園芸農産課 
畜産課 
水産課 
林業課 ほか 

農業者対策 
◇生産者支援 

課長 

・農業協同組合等の共同利用施設の災害対策に関す 
ること 

・被災農林漁業者に対する農林漁業金融、共済及び 
漁船保険に関すること 

・直売所への出荷停止などの情報連絡に関すること 

生産者支援課 

水田等対策 
◇園芸農産課 
 長 

・水稲、麦、大豆の被害の被害調査及び災害対策に 
関すること 

園芸農産課 

こと 
工業施設対策 
◇企業立地課 

 長 

・工業団地の被害調査及び災害対策に関すること 企業立地課 

雇用・労働者
対策 
◇産業人材課 
 長 

・労働者の確保・被災者の職業あっせんに関し、 
佐賀労働局との連絡調整に関すること 

・その他労働対策に関すること 

産業人材課 

流通対策 
◇流通・貿易 
課長 

・卸売市場の被害調査及び災害対策に関すること 
・貿易、流通業者の被害調査及び災害対策に関する 
こと 

流通・貿易課 
産業政策課 

商工業対策 
◇産業政策課 

長、企業立 
地課長 

・商工業者の被害に係る情報収集に関すること 
・商工業者の災害融資あっせんに関すること 

産業政策課 
企業立地課 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇農政企画課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

・農林水産関係団体との連絡調整に関すること 
・緊急モニタリングへの協力に関すること 

農政企画課 

農林水産 
対策部 
 
●農林水産 

部長 

風評被害対策 
◇農林水産部 
副部長 

・商工業製品、観光業に係る風評被害に関すること 
・農林水産物に係る風評被害に関すること 
・残留放射線量等に係る証明書の発行に関すること 

流通・貿易課 
産業政策課 
観光課 
農業経営課 
園芸農産課 
畜産課 
水産課 
林業課 ほか 

作付・出荷制
限等対策 
◇農林水産部 

副部長 

・作付制限に関すること 
・農林水産物等（肥料、飼料を含む。）の出荷制限
等 

に関すること 
・出荷制限農林水産物に関する県民への注意喚起に 
関すること 

農業経営課 
園芸農産課 
畜産課 
水産課 
林業課 ほか 

農業者対策 
◇生産者支援 

課長 

・農業協同組合等の共同利用施設の災害対策に関す 
ること 

・被災農林漁業者に対する農林漁業金融、共済及び 
漁船保険に関すること 

・直売所への出荷停止などの情報連絡に関すること 

生産者支援課 

水田等対策 
◇園芸農産課 

 長 

・水稲、麦、大豆の被害の被害調査及び災害対策に 
関すること 

園芸農産課 
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園芸対策 
◇園芸農産課 
 長 

・園芸作物の被害調査及び災害対策に関すること 園芸農産課 

畜産対策 
◇畜産課長 

・家畜及び畜産施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

・家畜の避難・処分等に関すること 
・家畜伝染病の予防及び防疫に関すること 

畜産課 

水産業対策 
◇水産課長 

・水産物等の被害調査及び災害対策に関すること 水産課 

林業対策 
◇林業課長 

・林業関係の被害調査及び災害対策に関すること 
・災害対策用木材、薪炭の確保に関すること 

林業課 

農地、農業用
施設対策 
◇農林水産部 

副部長 

・農地・農業用施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

農地整備課 
農山村課 

治山、林業用
施設対策 
◇森林整備課 
 長 

・治山、林業用施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

森林整備課 

県土整備 
対策部 
 
●県土整備 

部長 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇県土企画課 
 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

県土企画課 

建設業、建築
資機材等対策 
◇建設・技術 

課長 

・建設業者の確保に関すること 
・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

建設・技術課 

都市計画対策 
◇まちづくり 

課長 

・都市施設の被害調査及び災害対策に関すること 
・復興都市計画に関すること 

まちづくり課 

下水道対策 
◇下水道課長 

・下水道等施設（公共下水道、都市下水路、農業集 
落排水、漁業集落排水、浄化槽）の被害調査及び 
災害対策に関すること 

下水道課 

住宅対策 
◇県土整備部 

副部長 

・公営住宅の被害調査及び災害対策に関すること 
・応急仮設住宅の設置に関すること 
・被災者に対する住宅資金の融資に関すること 
・応急仮設住宅の土地の確保に関すること 
・応急仮設住宅の確保に係る民間事業者との調整に 

関すること 
・被災者への公営住宅の提供及び県内調整に関する 

こと 

産業人材課 
土地利活用課 
建築住宅課 
資産活用課 
教育総務課 ほか 

園芸対策 
◇園芸農産課 
 長 

・園芸作物の被害調査及び災害対策に関すること 園芸農産課 

畜産対策 
◇畜産課長 

・家畜及び畜産施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

・家畜の避難・処分等に関すること 
・家畜伝染病の予防及び防疫に関すること 

畜産課 

水産業対策 
◇水産課長 

・水産物等の被害調査及び災害対策に関すること 水産課 

林業対策 
◇林業課長 

・林業関係の被害調査及び災害対策に関すること 
・災害対策用木材、薪炭の確保に関すること 

林業課 

農地、農業用
施設対策 
◇農林水産部 
副部長 

・農地・農業用施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

農地整備課 
農山村課 

治山、林業用
施設対策 
◇森林整備課 

 長 

・治山、林業用施設の被害調査及び災害対策に関す 
ること 

森林整備課 

対策部内の被
害とりまとめ
及び応急対策
の連絡調整 
◇県土企画課 
 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

県土企画課 

県土整備 
対策部 
 
●県土整備 

部長 

建設業、建築
資機材等対策 
◇建設・技術 
課長 

・建設業者の確保に関すること 
・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関するこ

と 

建設・技術課 

都市計画対策 
◇まちづくり 

課長 

・都市施設の被害調査及び災害対策に関すること 
・復興都市計画に関すること 

まちづくり課 

下水道対策 
◇下水道課

長 

・下水道等施設（公共下水道、都市下水路、農業集 
落排水、漁業集落排水、浄化槽）の被害調査及び 

災害対策に関すること 

下水道課 

住宅対策 
◇県土整備部 
副部長 

・公営住宅の被害調査及び災害対策に関すること 
・応急仮設住宅の設置に関すること 
・被災者に対する住宅資金の融資に関すること 
・応急仮設住宅の土地の確保に関すること 
・応急仮設住宅の確保に係る民間事業者との調整に 

関すること 
・被災者への公営住宅の提供及び県内調整に関する 

こと 

産業人材課 
土地利活用課 
建築住宅課 
資産活用課 
教育総務課 ほか 
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・被災者への職員宿舎の提供及びそれに係る財産管 
理者間の調整に関すること 

・職員宿舎の被災者への提供に関すること及び職員 
宿舎の提供に係る財産管理者間の調整に関するこ 
と 

・被災者への国の宿舎、雇用促進住宅等の提供の調 
整に関すること 

・他都道府県との住家提供の調整に関すること 
河川砂防対策 
◇河川砂防課 
 長 

・河川、海岸（港湾海岸、漁港海岸を除く。）、ダ
ム、 

砂防施設等の被害調査及び災害対策に関すること 

河川砂防課 

道路対策 
◇道路課長 

・道路、橋梁の被害調査及び災害対策に関すること 
・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 
・緊急輸送道路の確保、緊急輸送ルート・う回路の 

選定及び選定指示に関すること 
・パトロールカー、道路掲示板等による通行者への 

道路情報の提供に関すること 

道路課 

文教対策部 
 
●教育長 

文教対策全般
の総括 
◇教育危機管 

理・広報総 
括監 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

・学校の生徒等の避難の総合調整に関すること 
・学校の対応状況についての報道機関への情報提供 

に関すること 
・学校に避難所を開設することの協力・調整に関す 

ること 

法務私学課 
教育総務課 
 
(避難所協力) 
教職員課 
教育振興課 
学校教育課 

生徒等の安全 
確保 
◇学校教育課 
 長 

・公立学校における臨時休校等の措置状況の把握に 
関すること 

・生徒等の避難その他の対策に関すること 

学校教育課 

学校施設復旧 
対策 
◇教育総務課 
 長 

・公立学校施設の被害調査に関すること 
・県立学校施設の応急復旧及び応急教育の実施場所 

の確保に関すること 

教育総務課 

応急教育の実
施 
◇学校教育課 
 長 

・教育活動再開に向けた応急教育の実施（期間、授 
業方法等）に関すること 

・教職員の確保・調整に関すること 
・被災生徒等の把握及び心のケアに関すること 
・生徒指導・就学指導に関すること 
・生徒等の登下校時及び在校時の安全確保に関する 

こと 
・学校施設内の保健衛生の確保に関すること 
・学校給食に関すること 
・被災生徒等に対する学用品の調達・給与に関する 

こと 
・授業料等の減免、育英資金の貸付に関すること 

教育総務課 
教職員課 
学校教育課 
保健体育課 

・被災者への職員宿舎の提供及びそれに係る財産管 
理者間の調整に関すること 

・職員宿舎の被災者への提供に関すること及び職員 
宿舎の提供に係る財産管理者間の調整に関するこ 
と 

・被災者への国の宿舎、雇用促進住宅等の提供の調 
整に関すること 
・他都道府県との住家提供の調整に関すること 

河川砂防対策 
◇河川砂防課 

 長 

・河川、海岸（港湾海岸、漁港海岸を除く。）、ダ
ム、 
砂防施設等の被害調査及び災害対策に関すること 

河川砂防課 

道路対策 
◇道路課長 

・道路、橋梁の被害調査及び災害対策に関すること 
・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 
・緊急輸送道路の確保、緊急輸送ルート・う回路の 

選定及び選定指示に関すること 
・パトロールカー、道路掲示板等による通行者への 

道路情報の提供に関すること 

道路課 

文教対策全般
の総括 
◇教育危機管 

理・広報総 
括監 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 
連絡調整に関すること 

・学校の生徒等の避難の総合調整に関すること 
・学校の対応状況についての報道機関への情報提供 

に関すること 
・学校に避難所を開設することの協力・調整に関す 

ること 

法務私学課 
教育総務課 
 
(避難所協力) 
教職員課 
教育振興課 
学校教育課 

文教対策部 
 
●教育長 

生徒等の安全 
確保 
◇学校教育課 

 長 

・公立学校における臨時休校等の措置状況の把握に 
関すること 
・生徒等の避難その他の対策に関すること 

学校教育課 

学校施設復旧 
対策 
◇教育総務課 
 長 

・公立学校施設の被害調査に関すること 
・県立学校施設の応急復旧及び応急教育の実施場所 
の確保に関すること 

教育総務課 

応急教育の実
施 
◇学校教育課 
 長 

・教育活動再開に向けた応急教育の実施（期間、授 
業方法等）に関すること 

・教職員の確保・調整に関すること 
・被災生徒等の把握及び心のケアに関すること 
・生徒指導・就学指導に関すること 
・生徒等の登下校時及び在校時の安全確保に関する 

こと 
・学校施設内の保健衛生の確保に関すること 
・学校給食に関すること 
・被災生徒等に対する学用品の調達・給与に関する 

こと 
・授業料等の減免、育英資金の貸付に関すること 

教育総務課 
教職員課 
学校教育課 
保健体育課 
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特別支援学校 
対策 
◇教育振興課 
 長 

・特別支援学校の生徒等の避難その他の対策に関す 
ること 

・特別支援学校の応急教育の実施に関すること 

教育振興課 

私立学校対策 
◇法務私学課 
 長 

・私立学校（私立中・高校、専修学校、各種学校） 
に対する災害情報の伝達及び臨時休校等の措置状 
況の把握に関すること 

・私立学校施設の被害調査及び災害対策に係る指導 
に関すること 

法務私学課 

対策部内の支
援(その他の
課等） 
◇教育総務課 
 長 

・対策部内の応援に関すること 
※教育委員会事務局の各課は、文教対策部内での 

応援を基本 

教育総務課 

公安対策部 
 
●県警本部 
 長 

公安対策 
◇警備第二課 
 長 

・公安対策部の運営及び治安対策に関すること 
・災害交通規制に関すること 
・緊急通行車両の標章等の交付に関すること 
・警察災害派遣隊の活動支援に関すること 
・住民等の退避及び避難誘導並びに人命救助に関す 

ること 
・立入禁止区域及びその周辺の警備、交通規制等に 

関すること 
・住民等への情報伝達に関すること 

警備第二課 

 

特別支援学校 
対策 
◇教育振興課 
 長 

・特別支援学校の生徒等の避難その他の対策に関す 
ること 

・特別支援学校の応急教育の実施に関すること 

教育振興課 

私立学校対策 
◇法務私学課 
 長 

・私立学校（私立中・高校、専修学校、各種学校） 
に対する災害情報の伝達及び臨時休校等の措置状 
況の把握に関すること 

・私立学校施設の被害調査及び災害対策に係る指導 
に関すること 

法務私学課 

対策部内の支
援(その他の
課等） 
◇教育総務課 
 長 

・対策部内の応援に関すること 
※教育委員会事務局の各課は、文教対策部内での 
応援を基本 

教育総務課 

公安対策 
◇警備第二課 
 長 

・公安対策部の運営及び治安対策に関すること 
・災害交通規制に関すること 
・緊急通行車両の標章等の交付に関すること 
・警察災害派遣隊の活動支援に関すること 
・住民等の退避及び避難誘導並びに人命救助に関す 

ること 
・立入禁止区域及びその周辺の警備、交通規制等に 

関すること 
・住民等への情報伝達に関すること 

警備第二課 

公安対策部 
 
●県警本部 
 長 

   

 

67 第６節 避難、屋内退避等の 

防護措置 

県警察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、その他防

災関係機関 

県（危機管理防災課、原子力安全対策課、こども未来課、法務私

学課、まなび課、文化課、社会福祉課、こども家庭課、長寿社会

課、障害福祉課、医務課、生活衛生課、農政企画課、道路課、国

際課、教育振興課、学校教育課、教育総務課） 
 

第６節 避難、屋内退避等の 

防護措置 

県警察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、その他防

災関係機関 

県（危機管理防災課、原子力安全対策課、こども未来課、法務私

学課、まなび課、文化課、社会福祉課、こども家庭課、長寿社会

課、障害福祉課、医務課、生活衛生課、農政企画課、道路課、多

文化共生さが推進課、教育振興課、学校教育課、教育総務課） 
 

 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 

74 第７節  医療活動等 国（消防庁、自衛隊）、国立大学法人長崎大学、独立行政法人国立

病院機構、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、原子力

事業者、日本赤十字社佐賀県支部、県医師会、関係郡市医師会、

その他防災関係機関 

県（危機管理防災課、健康福祉政策課、医務課、障害福祉課、防

災航空センター） 
 

第７節  医療活動等 国（消防庁、自衛隊）、国立大学法人長崎大学、独立行政法人国立

病院機構、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、原子力

事業者、日本赤十字社佐賀県支部、県医師会、関係郡市医師会、

その他防災関係機関 

県（危機管理防災課、健康福祉政策課、医務課、障害福祉課、防

災航空センター） 
 

 

 

 

 

 

 

 

76 （略） （略）  
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頁 現行 修正案 備考 

 

ウ 安定ヨウ素剤の配布及び服用 

  県は、原子力災害対策指針を踏まえ、原子力規制委員会の判断に基づく国の指示又は独自の判断

により、安定ヨウ素剤の服用が必要となった場合は、玄海町及び関係周辺市に対し、服用に当たっ

ての注意を払ったうえで、住民の安全のため、安定ヨウ素剤を服用するべき時機及び服用の方法を

指示する。 

 

（略） 

 

ウ 安定ヨウ素剤の配布及び服用 

  県は、原子力災害対策指針を踏まえ、安定ヨウ素剤の服用の効果等について、住民へ日頃から周

知徹底に努めるものとする。また、原子力規制委員会の判断に基づく国の指示又は独自の判断によ

り、安定ヨウ素剤の服用が必要となった場合は、玄海町及び関係周辺市に対し、服用に当たっての

注意を払ったうえで、住民の安全のため、安定ヨウ素剤を服用するべき時機及び服用の方法を指示

する。 

 

（略） 

 

 

国基本

計画の

修正に

伴う追

記 

98 第４章 災害復旧対策 

第 10 節 風評被害等の影響の 

軽減 

国、玄海町、関係周辺市、その他市町 

県（報道課、広報広聴課、国際課、産業政策課、観光課、流通・

貿易課） 
 

第４章 災害復旧対策 

第 10 節 風評被害等の影響の 

軽減 

国、玄海町、関係周辺市、その他市町 

県（報道課、広報広聴課、多文化共生さが推進課、産業政策課、

観光課、流通・貿易課） 
 

 

組織改

正に伴

う修正 

 

101 第５章 複合災害対策 

第３節 災害応急対策計画 
 

第５章 複合災害対策 

第３節 災害応急対策計画 
 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

対策部 

対策部長 

対策部長の 

担任事務 
左の主な内容 関係（対応）課等 

総括対策部 

 

●副知事 

災害対策の総

括 

◇危機管理・

報道局長 

◇県民環境部 

副部長 

 

※総括対策部

に、各対策

部から、原

則として副

部長級職員

１名及び課

長級職員 1

名、その他

職員１名を

配置。（所

属は総括対

策部とす

る。） 

・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること 

・本表においていずれの対策部にも属さない事務に 

係る処理の指示に関すること 

（情報収集関係） 

・災害・被害状況の把握に関すること 

・市町や関係機関への情報提供、国への報告に関す 

ること 

（分析・企画関係） 

・災害対策本部及び現地対策本部の設置・運営に関 

すること 

・原子力災害合同対策協議会に関すること 

・災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関する 

こと 

・防護対策及び防護対策区域の検討に関すること 

・避難の総合的な進行管理に関すること 

・退避の指示、警戒区域の設定に関すること 

・従事命令の発動に関すること 

・行方不明者の捜索に関すること 

・孤立地域対策に関すること 

（調整関係） 

政策チーム 

企画チーム 

危機管理防災課 

原子力安全対策課 

ほか 

 

※長期的対応が必要

な場合等はパーマ

ネントスタッフに

よる補充も行う 

（略） 

対策部 

対策部長 

対策部長の 

担任事務 
左の主な内容 関係（対応）課等 

総括対策部 

 

●副知事 

災害対策の総

括 

◇危機管理・

報道局長 

◇県民環境部 

副部長 

 

※総括対策部

に、各対策

部から、原

則として副

部長級職員

１名及び課

長級職員 1

名、その他

職員１名を

配置。（所

属は総括対

策部とす

る。） 

・災害応急対策の総合調整及び推進に関すること 

・本表においていずれの対策部にも属さない事務に 

係る処理の指示に関すること 

（情報収集関係） 

・災害・被害状況の把握に関すること 

・市町や関係機関への情報提供、国への報告に関す 

ること 

（分析・企画関係） 

・災害対策本部及び現地対策本部の設置・運営に関 

すること 

・原子力災害合同対策協議会に関すること 

・災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関する 

こと 

・防護対策及び防護対策区域の検討に関すること 

・避難の総合的な進行管理に関すること 

・退避の指示、警戒区域の設定に関すること 

・従事命令の発動に関すること 

・行方不明者の捜索に関すること 

・孤立地域対策に関すること 

（調整関係） 

さが政策推進チーム 

 

危機管理防災課 

原子力安全対策課 

ほか 

 

※長期的対応が必要

な場合等はパーマ

ネントスタッフに

よる補充も行う 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 
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頁 現行 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

・市町との連絡・全体調整に関すること（行政機能 

の移転及び業務支援の調整に関することを含む） 

・国の現地災害対策本部との連絡調整に関すること 

・自衛隊への出動準備要請、災害派遣要請、受入に 

関すること 

・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊の受入・調整に 

関すること 

・国、他県等関係機関への応援要請・専門家等の派 

遣要請・活動調整に関すること（広域避難の調整 

含む） 

・防災関係機関、企業及び県民等に対する指示、協 

力要請及び連絡調整に関すること 

・国等関係機関への陳情等に関すること 

・視察・調査の対応、応接に関すること 

・被災地の慰問、激励等への対応に関すること 

・航空運用調整に関すること 

（原子力施設関係） 

・原子力施設との連絡に関すること 

・原子力施設の状況把握に関すること 

・原子力事業者の防災管理者との連絡調整に関する 

こと 

・原子力施設に係る情報の整理、公表、説明に関す 

ること 

情報通信 

対策部 

 

●総務部長 

情報通信手段

の確保等 

◇行政デジタ 

ル推進課長 

・県庁ポータル及び職員ポータルの維持・復旧に関 

すること 

・被災市町のＩＣＴに係る助言に関すること 

・公共ネットワーク、情報系ネットワークの復旧・ 

整備に関すること（代替通信手段の確保含む） 

・重要システムの非常用電源の確保に関すること 

・現地機関の移転先における情報通信環境の整備の 

支援に関すること 

・防災行政無線等通信施設の利用調整に関すること 

・災害対策本部の設備に関すること 

・電源（災害対策本部の非常用電源を除く）及び電 

話回線の確保に関すること 

・代替オフサイトセンターの臨時電話等の設置に関 

すること 

行政デジタル推進課 

危機管理防災課 

資産活用課 

広報対策部 

 

●危機管

理・ 

報道局長 

県民等への情

報発信、報道

対応等 

◇報道課長 

・県ホームページによる事故情報・災害情報等の提 

供に関すること 

・報道機関を通じた県民への情報提供に関すること 

・県本部の広報に関すること 

・報道機関との連絡及び相互協力に関すること 

・報道機関への緊急報道要請に関すること 

・知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に 

広報広聴課 

報道課 

国際課 

・市町との連絡・全体調整に関すること（行政機能 

の移転及び業務支援の調整に関することを含む） 

・国の現地災害対策本部との連絡調整に関すること 

・自衛隊への出動準備要請、災害派遣要請、受入に 

関すること 

・緊急消防援助隊、警察災害派遣隊の受入・調整に 

関すること 

・国、他県等関係機関への応援要請・専門家等の派 

遣要請・活動調整に関すること（広域避難の調整 

含む） 

・防災関係機関、企業及び県民等に対する指示、協 

力要請及び連絡調整に関すること 

・国等関係機関への陳情等に関すること 

・視察・調査の対応、応接に関すること 

・被災地の慰問、激励等への対応に関すること 

・航空運用調整に関すること 

（原子力施設関係） 

・原子力施設との連絡に関すること 

・原子力施設の状況把握に関すること 

・原子力事業者の防災管理者との連絡調整に関する 

こと 

・原子力施設に係る情報の整理、公表、説明に関す 

ること 

情報通信 

対策部 

 

●総務部長 

情報通信手段

の確保等 

◇行政デジタ 

ル推進課長 

・県庁ポータル及び職員ポータルの維持・復旧に関 

すること 

・被災市町のＩＣＴに係る助言に関すること 

・公共ネットワーク、情報系ネットワークの復旧・ 

整備に関すること（代替通信手段の確保含む） 

・重要システムの非常用電源の確保に関すること 

・現地機関の移転先における情報通信環境の整備の 

支援に関すること 

・防災行政無線等通信施設の利用調整に関すること 

・災害対策本部の設備に関すること 

・電源（災害対策本部の非常用電源を除く）及び電 

話回線の確保に関すること 

・代替オフサイトセンターの臨時電話等の設置に関 

すること 

行政デジタル推進課 

危機管理防災課 

資産活用課 

広報対策部 

 

●危機管

理・ 

報道局長 

県民等への情

報発信、報道

対応等 

◇報道課長 

・県ホームページによる事故情報・災害情報等の提 

供に関すること 

・報道機関を通じた県民への情報提供に関すること 

・県本部の広報に関すること 

・報道機関との連絡及び相互協力に関すること 

・報道機関への緊急報道要請に関すること 

・知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に 

広報広聴課 

報道課 

国際政策グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 
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頁 現行 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関すること 

・地域コミュニティＦＭとの情報連携・提供に関す 

ること 

・生活関連情報の提供に関すること 

・報道機関からの照会への対応に関すること 

・各種支援策に係る住民への周知に関すること 

・海外に対する災害・被災状況、支援内容（物資の 

種類や提供方法等）等の情報発信に関すること 

・海外からの支援等の問合せに関すること 

・国対策本部との報道発表内容の調整に関すること 

・誤情報拡散防止への対応 

・放射線等に係る住民向け情報提供、広報の実施に 

関すること（出荷制限・摂取制限に係る注意喚起 

等を含む。） 

・風評被害に対応する広報の実施に関すること 

・上記広報対策部の活動に際し収集した資料の整理 

・記録に関すること 

被災者支援

等対策部 

 

●政策部長 

被災者等の相

談対応（24 時

間対応を基

本） 

◇広報広聴課 

 長 

・県民からの要望の受付に関すること 

・被災者等からの相談に係る担当調整、とりまとめ 

に関すること 

・放射線等に係る相談、問合せの応対に関すること 

広報広聴課 

 

※必要に応じて関係 

課に対応を依頼及 

び要員参集 

被災者支援に

関すること 

◇政策部 

副部長 

・義援金に関すること 

・被災者生活再建支援法の適用に関すること 

・災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に 

関すること 

・他都道府県等からの災害見舞金に関すること 

危機管理防災課 

社会福祉課 ほか 

県議会対策等 

◇政策調整監 

・県議会との連絡調整に関すること 

・政策部の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連 

絡調整に関すること 

政策チーム 

（総務調整担当） 

ライフライン

情報の収集・

提供 

◇政策部 

副部長 

・ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、通信、 

放送施設）の被害状況及び復旧状況に関する情報 

の収集、関係機関への伝達に関すること 

行政デジタル推進課 

生活衛生課 

新エネルギー産業課 

下水道課 ほか 

災害救助法 

◇政策部 

副部長 

・災害救助法に関すること 政策チーム 

（総務調整担当） 

危機管理防災課 

災害救助法の救助の

種類に応じた関係課

（法務私学課、社会

福祉課、医務課、生

活衛生課、産業政策

関すること 

・地域コミュニティＦＭとの情報連携・提供に関す 

ること 

・生活関連情報の提供に関すること 

・報道機関からの照会への対応に関すること 

・各種支援策に係る住民への周知に関すること 

・海外に対する災害・被災状況、支援内容（物資の 

種類や提供方法等）等の情報発信に関すること 

・海外からの支援等の問合せに関すること 

・国対策本部との報道発表内容の調整に関すること 

・誤情報拡散防止への対応 

・放射線等に係る住民向け情報提供、広報の実施に 

関すること（出荷制限・摂取制限に係る注意喚起 

等を含む。） 

・風評被害に対応する広報の実施に関すること 

・上記広報対策部の活動に際し収集した資料の整理 

・記録に関すること 

被災者支援

等対策部 

 

●政策部長 

被災者等の相

談対応（24 時

間対応を基

本） 

◇広報広聴課 

 長 

・県民からの要望の受付に関すること 

・被災者等からの相談に係る担当調整、とりまとめ 

に関すること 

・放射線等に係る相談、問合せの応対に関すること 

広報広聴課 

 

※必要に応じて関係 

課に対応を依頼及 

び要員参集 

被災者支援に

関すること 

◇政策部 

副部長 

・義援金に関すること 

・被災者生活再建支援法の適用に関すること 

・災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に 

関すること 

・他都道府県等からの災害見舞金に関すること 

危機管理防災課 

社会福祉課 ほか 

県議会対策等 

◇政策調整監 

・県議会との連絡調整に関すること 

・政策部の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連 

絡調整に関すること 

さが政策推進チーム 

ライフライン

情報の収集・

提供 

◇政策部 

副部長 

・ライフライン（電気、ガス、水道、下水道、通信、 

放送施設）の被害状況及び復旧状況に関する情報 

の収集、関係機関への伝達に関すること 

行政デジタル推進課 

生活衛生課 

産業グリーン化推進

グループ 

下水道課 ほか 

災害救助法 

◇政策部 

副部長 

・災害救助法に関すること さが政策推進チーム 

危機管理防災課 

災害救助法の救助の

種類に応じた関係課

（法務私学課、社会

福祉課、医務課、生

活衛生課、産業政策

課、建築住宅課、学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改

正に伴

う修正 

 

 

同上 

 

 

同上 
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頁 現行 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課、建築住宅課、学

校教育課 ほか） 

本部長秘書 

◇秘書課長 

・災害対策本部長の秘書に関すること 

・視察者等の応接に関すること（本部長の対応に係 

る分） 

秘書課 

組織支援 

対策部 

 

●総務部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇法務私学課 

 長 

・総務部関係の被害状況のとりまとめ及び応急対策 

の連絡調整に関すること 

法務私学課 

対応要員確

保、外部支援

職員の支援 

◇人事課長 

・災害対策要員の動員、調整に関すること 

・災害対策要員の健康管理に関すること 

・災害対策要員の軽食等の準備に関すること 

・国、他都道府県等からの支援職員の全体把握に関 

すること 

・国、他県等からの応援職員の身分取扱い及び宿舎 

確保に関する全体調整 

人事課 

庁内応援要員

の確保・調整 

◇人事課長 

・応援チーム（各種委員会事務局のほか各部内及び 

現地機関で特に役割の割り当てのない所属の職員 

を登録）を災害規模や業務状況に応じて各対策部 

に要員を割り当て 

人事課 

（応援チームの構成

は、人権・同和対策

課、国民健康保険

課、ものづくり産業

課、入札・検査セン

ター、統計分析課、

会計課、各種委員会

事務局ほか災害対応

業務を持たない本庁

内の課・室及び災害

対応可能な職員） 

災害対策本部

の予算 

◇財政課長 

・災害対策費の予備費充用及び予算措置に関するこ 

 と 

財政課 

県有資産の管

理・活用 

◇資産活用課 

 長 

・県庁舎、総合庁舎、宿舎の被害調査及び災害対策 

に関すること 

・本部業務に必要な場所の確保に関すること 

・現地機関の機能移転に係る支援に関すること 

・自衛隊等の応援機関の受け入れにあたって、県有 

資産における候補箇所の調査に関すること 

資産活用課 

総合庁舎以外の単独

庁舎の所管部署 

災害対策本部

の運営支援 

◇総務事務セ 

ンター長 

・災害対応業務（車両、非常用電源）の燃料の確保 

に関すること 

・災害対策用自動車の調達及び配車に関すること 

・災害対策関係物品の調達及び出納に関すること 

・災害対策本部業務に必要な備品、消耗品に関する 

総務事務センター 

校教育課 ほか） 

 

本部長秘書 

◇秘書課長 

・災害対策本部長の秘書に関すること 

・視察者等の応接に関すること（本部長の対応に係 

る分） 

秘書課 

組織支援 

対策部 

 

●総務部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇法務私学課 

 長 

・総務部関係の被害状況のとりまとめ及び応急対策 

の連絡調整に関すること 

法務私学課 

対応要員確

保、外部支援

職員の支援 

◇人事課長 

・災害対策要員の動員、調整に関すること 

・災害対策要員の健康管理に関すること 

・災害対策要員の軽食等の準備に関すること 

・国、他都道府県等からの支援職員の全体把握に関 

すること 

・国、他県等からの応援職員の身分取扱い及び宿舎 

確保に関する全体調整 

人事課 

庁内応援要員

の確保・調整 

◇人事課長 

・応援チーム（各種委員会事務局のほか各部内及び 

現地機関で特に役割の割り当てのない所属の職員 

を登録）を災害規模や業務状況に応じて各対策部 

に要員を割り当て 

人事課 

（応援チームの構成

は、人権・同和対策

課、国民健康保険

課、ものづくり産業

課、入札・検査セン

ター、統計分析課、

会計課、各種委員会

事務局ほか災害対応

業務を持たない本庁

内の課・室及び災害

対応可能な職員） 

災害対策本部

の予算 

◇財政課長 

・災害対策費の予備費充用及び予算措置に関するこ 

 と 

財政課 

県有資産の管

理・活用 

◇資産活用課 

 長 

・県庁舎、総合庁舎、宿舎の被害調査及び災害対策 

に関すること 

・本部業務に必要な場所の確保に関すること 

・現地機関の機能移転に係る支援に関すること 

・自衛隊等の応援機関の受け入れにあたって、県有 

資産における候補箇所の調査に関すること 

資産活用課 

総合庁舎以外の単独

庁舎の所管部署 

災害対策本部

の運営支援 

◇総務事務セ 

ンター長 

・災害対応業務（車両、非常用電源）の燃料の確保 

に関すること 

・災害対策用自動車の調達及び配車に関すること 

・災害対策関係物品の調達及び出納に関すること 

・災害対策本部業務に必要な備品、消耗品に関する 

総務事務センター 
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こと 

税務関係 

◇税政課長 

・災害による県税の減免等に関すること 

・被災市町の税政の調査及び助言に関すること 

税政課 

市町の行財政

支援 

◇市町支援課 

 長 

・被災市町の行財政の調査及び助言に関すること 

・被災市町の応急対策資金のあっせんに関すること 

・市町支援のために必要な情報収集業務に関するこ 

 と 

・市町への応援職員の派遣の窓口・調整業務に関す 

ること 

市町支援課 

地域交流 

対策部 

 

●地域交流 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇さが創生推 

進課長 

・対策部内（文化・観光・スポーツ対策部を含む。） 

の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整 

に関すること 

さが創生推進課 

交通・輸送に

係る全体調整

等 

◇交通政策課 

 長 

・緊急輸送、交通手段の確保等対策の全体調整に関 

すること 

交通政策課 

※避難行動要支援者 

の避難について、 

特殊な福祉関係車 

両の調整・確保は 

健康福祉対策部 

が、自衛隊車両の 

調整・確保は総括 

対策部が実施 

運輸関係及び 

緊急ヘリポー

ト対策 

◇地域交流部 

副部長 

・空港関係施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

・新幹線施設の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・定期バス及び離島航路に関すること 

・臨時ヘリポートの確保に関すること 

・緊急輸送における空港の使用に関すること 

・緊急輸送（鉄道）に関すること 

空港課 

交通政策課 

港湾課 

港湾・漁港対

策 

◇港湾課長 

・港湾（漁港含む。）施設関係の被害調査及び災害対 

策に関すること 

・港湾海岸、漁港海岸等の被害調査及び災害対策に 

関すること 

・緊急輸送における港湾の使用に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

港湾課 

水産課 

 

 

 

 

 

船舶対策 

◇水産課長 

・緊急輸送（漁船）に関すること 水産課 

車両対策 

◇産業政策課 

・緊急輸送（バス、トラック）に関すること 産業政策課 

こと 

税務関係 

◇税政課長 

・災害による県税の減免等に関すること 

・被災市町の税政の調査及び助言に関すること 

税政課 

市町の行財政

支援 

◇市町支援課 

 長 

・被災市町の行財政の調査及び助言に関すること 

・被災市町の応急対策資金のあっせんに関すること 

・市町支援のために必要な情報収集業務に関するこ 

 と 

・市町への応援職員の派遣の窓口・調整業務に関す 

ること 

市町支援課 

地域交流 

対策部 

 

●地域交流 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇さが創生推 

進課長 

・対策部内（文化・観光・スポーツ対策部を含む。） 

の被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整 

に関すること 

さが創生推進課 

交通・輸送に

係る全体調整

等 

◇交通政策課 

 長 

・緊急輸送、交通手段の確保等対策の全体調整に関 

すること 

交通政策課 

※避難行動要支援者 

の避難について、 

特殊な福祉関係車 

両の調整・確保は 

健康福祉対策部 

が、自衛隊車両の 

調整・確保は総括 

対策部が実施 

運輸関係及び 

緊急ヘリポー

ト対策 

◇地域交流部 

副部長 

・空港関係施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

・新幹線施設の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・定期バス及び離島航路に関すること 

・臨時ヘリポートの確保に関すること 

・緊急輸送における空港の使用に関すること 

・緊急輸送（鉄道）に関すること 

空港課 

交通政策課 

港湾課 

港湾・漁港対

策 

◇港湾課長 

・港湾（漁港含む。）施設関係の被害調査及び災害 

対策に関すること 

・港湾海岸、漁港海岸等の被害調査及び災害対策に 

関すること 

・緊急輸送における港湾の使用に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

港湾課 

水産課 

船舶対策 

◇水産課長 

・緊急輸送（漁船）に関すること 水産課 

車両対策 

◇産業政策課 

・緊急輸送（バス、トラック）に関すること 産業政策課 
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 長 

外国人対策 

◇国際課長 

・県内在住外国人の被害調査及び支援に関すること 国際課 

 

 

文化・観

光・スポー

ツ対策部 

 

●文化・観

光 

局長

（正） 

 

●

SAGA2024・ 

SSP 推進 

局長

（副） 

社会教育施設

（博物館）、 

文化財対策 

◇文化課長 

・社会教育施設（博物館に限る。）の被害状況のとり 

まとめ及び応急対策の連絡調整に関すること 

・社会教育施設（博物館に限る。）の来場者の避難に 

関すること 

・文化財等の被害調査及び災害対策に関すること 

文化課 

観光、一時滞

在者対策 

◇観光課長 

・観光関係施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

・避難所に係るホテル、旅館等との連携協力に関す 

ること 

・帰宅困難者対策に関すること 

観光課 

スポーツ対策 

◇スポーツ課 

 長 

・スポーツ施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

・スポーツ施設の来場者の避難に関すること・体育 

施設の来場者の避難に関すること 

SAGA スポーツピラ

ミッド推進グループ 

スポーツ課 

SAGA サンライズパ

ーク整備推進課 

県民環境 

対策部 

 

●県民環境 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇県民協働課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

県民協働課 

緊急モニタリ

ング本部 

◇環境センタ 

ー所長 

・緊急時モニタリングの実施計画に関すること 

・緊急時モニタリングの実施に関すること 

・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に関するこ 

 と 

・モニタリング結果の関係機関への情報提供及び公 

表に関すること 

環境センター 

生活衛生課 

農産経営課 

園芸農産課 

水産課 

林業課 

農山村課 

農地整備課 ほか 

※モニタリング要員 

は県民環境部各 

課、各保健福祉事 

務所及び衛生薬業 

センターから派遣 

放射性物質等

による汚染対

策 

◇県民環境部 

副部長 

・放射性物質による汚染の除去及び除染に関する総 

括に関すること 

・放射性物質の付着した廃棄物の処分に関すること 

・稲わら・飼料の流通に関すること 

・森林の放射性物質による汚染対策に関すること 

・林産物や特用林産物の放射性物質による汚染対策 

循環型社会推進課 

生活衛生課 

畜産課 

林業課 

下水道課 

農山村課 

 長 

外国人対策 

◇多文化共生

さが推進課長 

・県内在住外国人の被害調査及び支援に関すること 多文化共生さが推進

課 

文化・観

光・スポー

ツ対策部 

 

●文化・観

光 

局長

（正） 

 

●

SAGA2024・ 

SSP 推進 

局長

（副） 

社会教育施設

（博物館）、 

文化財対策 

◇文化課長 

・社会教育施設（博物館に限る。）の被害状況のとり 

まとめ及び応急対策の連絡調整に関すること 

・社会教育施設（博物館に限る。）の来場者の避難に 

関すること 

・文化財等の被害調査及び災害対策に関すること 

文化課 

観光、一時滞

在者対策 

◇観光課長 

・観光関係施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

・避難所に係るホテル、旅館等との連携協力に関す 

ること 

・帰宅困難者対策に関すること 

観光課 

スポーツ対策 

◇スポーツ課 

 長 

・スポーツ施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

・スポーツ施設の来場者の避難に関すること・体育 

施設の来場者の避難に関すること 

SAGA スポーツピラミ

ッド推進グループ 

スポーツ課 

SAGA サンライズパー

ク整備推進課 

県民環境 

対策部 

 

●県民環境 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇県民協働課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

県民協働課 

緊急モニタリ

ング本部 

◇環境センタ 

ー所長 

・緊急時モニタリングの実施計画に関すること 

・緊急時モニタリングの実施に関すること 

・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に関するこ 

 と 

・モニタリング結果の関係機関への情報提供及び公 

表に関すること 

環境センター 

生活衛生課 

農産経営課 

園芸農産課 

水産課 

林業課 

農山村課 

農地整備課 ほか 

※モニタリング要員 

は県民環境部各 

課、各保健福祉事 

務所及び衛生薬業 

センターから派遣 

放射性物質等

による汚染対

策 

◇県民環境部 

副部長 

・放射性物質による汚染の除去及び除染に関する総 

括に関すること 

・放射性物質の付着した廃棄物の処分に関すること 

・稲わら・飼料の流通に関すること 

・森林の放射性物質による汚染対策に関すること 

・林産物や特用林産物の放射性物質による汚染対策 

循環型社会推進課 

生活衛生課 

畜産課 

林業課 

下水道課 

農山村課 

 

組織改

正に伴

う修正 
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に関すること 

・汚染された上下水道汚泥の対策に関すること 

・農地の放射性物質による汚染対策に関すること 

・住宅（地）の放射性物質による汚染対策に関する 

こと 

・その他の放射性物質による汚染対策に関すること 

農地整備課  

森林整備課 ほか 

ボランティア 

◇県民協働課 

 長 

・ボランティア活動の総合調整に関すること 

・災害ボランティア及び災害ボランティアセンター 

の運営支援に関すること 

県民協働課 

物価の監視 

◇くらしの安 

全安心課長 

・物価の監視及び生活物資の安定供給に関すること くらしの安全安心課 

自然公園対策 

◇有明海再生 

･自然環境 

課長 

・自然公園関係施設の被害調査及び災害対策に関す 

ること 

有明海再生･自然環

境課 

公害防止対策 

◇環境課長 

・公害防止施設の被害調査及び災害対策に関するこ 

 と 

環境課 

廃棄物処理対

策 

◇循環型社会 

推進課長 

・廃棄物処理施設の被害調査及び廃棄物処理対策へ 

の支援に関すること 

・廃棄物の収集場所及び処分方法の指定に関するこ 

 と 

・ごみ処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 

循環型社会推進課 

ほか 

生涯学習・社

会教育施設対

策 

◇まなび課長 

・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の被 

 害調査及び災害対策に関すること 

・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の来 

 場者の避難に関すること 

・災害活動に応援する婦人会、青年団等との連絡 

調整に関すること 

・公民館に避難所を開設することについての協力に 

関すること 

まなび課 

健康福祉 

対策部 

 

●健康福祉 

部長

（正） 

 

●男女参画 

・こども 

局長

（副） 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇健康福祉政 

策課長 

・対策部内（男女参画・こども対策部を含む。）の 

被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整に 

関すること 

健康福祉政策課 

保健医療福祉

活動の総合調

整 

◇医療統括監 

・保健医療福祉調整本部の設置他、保健医療福祉活 

動の総合調整に関すること 

・災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）等 

他都道府県への支援チームの派遣要請、外部から 

の保健医療福祉に関する支援者（医療等ボランテ 

ィアを含む）に関すること 

健康福祉政策課 

医務課 

国民健康保険課 

薬務課 

生活衛生課 

社会福祉課 

に関すること 

・汚染された上下水道汚泥の対策に関すること 

・農地の放射性物質による汚染対策に関すること 

・住宅（地）の放射性物質による汚染対策に関する 

こと 

・その他の放射性物質による汚染対策に関すること 

農地整備課  

森林整備課 ほか 

ボランティア 

◇県民協働課 

 長 

・ボランティア活動の総合調整に関すること 

・災害ボランティア及び災害ボランティアセンター 

の運営支援に関すること 

県民協働課 

物価の監視 

◇くらしの安 

全安心課長 

・物価の監視及び生活物資の安定供給に関すること くらしの安全安心課 

自然公園対

策、公害防止

対策 

◇◇有明海

再生･環境課

長 

・自然公園関係施設の被害調査及び災害対策に関する 

こと 

・公害防止施設の被害調査及び災害対策に関すること 

 

 

 

有明海再生･環境課 

廃棄物処理対

策 

◇循環型社会 

推進課長 

・廃棄物処理施設の被害調査及び廃棄物処理対策へ 

の支援に関すること 

・廃棄物の収集場所及び処分方法の指定に関するこ 

 と 

・ごみ処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 

循環型社会推進課 

ほか 

生涯学習・社

会教育施設対

策 

◇まなび課

長 

・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の被 

 害調査及び災害対策に関すること 

・生涯学習・社会教育施設（博物館を除く。）の来 

 場者の避難に関すること 

・災害活動に応援する婦人会、青年団等との連絡 

調整に関すること 

・公民館に避難所を開設することについての協力に 

関すること 

まなび課 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇健康福祉政 

策課長 

・対策部内（男女参画・こども対策部を含む。）の 

被害状況のとりまとめ及び応急対策の連絡調整に 

関すること 

健康福祉政策課 

健康福祉 

対策部 

 

●健康福祉 

部長

（正） 

保健医療福祉

活動の総合調

整 

◇医療統括

監 

・保健医療福祉調整本部の設置他、保健医療福祉活 

動の総合調整に関すること 

・災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）等 

他都道府県への支援チームの派遣要請、外部から 

の保健医療福祉に関する支援者（医療等ボランテ 

ィアを含む）に関すること 

健康福祉政策課 

医務課 

国民健康保険課 

薬務課 

生活衛生課 

社会福祉課 
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頁 現行 修正案 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被ばく医療に関すること 

・入院患者の避難に関すること 

・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関するこ 

 と 

・住民の健康管理に関すること 

・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関すること 

・安定ヨウ素剤の服用に関すること 

長寿社会課 

障害福祉課 

こども家庭課 

要配慮者対策 

◇健康福祉部 

副部長 

・社会福祉施設（保育所等の第二種社会福祉事業を 

実施する施設を含む。）、幼稚園、認定こども園、 

医療機関の被害調査及び災害対策に関すること 

・避難行動要支援者の避難に係る各種調整に関する 

こと 

・被災ひとり親世帯（母子世帯、父子世帯）の援護 

に関すること 

・被災したこどもに対する福祉サービスに関するこ 

 と 

・被災高齢者に対する福祉サービスに関すること 

・被災障害者に対する福祉サービスに関すること 

・手話通訳の派遣、点字資料の作成に関すること 

・その他の要配慮者対策に関すること 

法務私学課 

健康福祉政策課 

医務課 

社会福祉課 

長寿社会課 

障害福祉課 

こども未来課 

こども家庭課 

学校教育課 

避難所対策 

◇社会福祉課 

 長 

・避難所の設置、運営に関すること 

・災害派遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の編成及び避難 

所への派遣等に関すること 

社会福祉課 ほか 

医療対策 

◇医務課長 

・保健医療活動チームの編成及び派遣並びに被災者 

の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関すること 

・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 

・国への医療従事者（災害派遣医療チーム（ＤＭＡ 

Ｔ）を含む。）の派遣要請に関すること 

・団体（医師会、国立病院機構（ＮＨＯ）等）への 

医療従事者の派遣要請に関すること 

・医療機関への医療活動情報の提供に関すること 

・ドクターヘリの運航に関すること 

・医薬品等の供給に関すること 

医務課 

薬務課 

精神医療対策 

◇障害福祉課 

 長 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の編成及び 

派遣並びに被災者等のメンタルヘルスケアに関す 

ること 

・他都道府県、国への災害派遣精神医療チーム（Ｄ 

ＰＡＴ）の派遣要請に関すること 

障害福祉課 

健康対策 

◇健康福祉政 

策課長 

・住民の健康管理に関すること 

・各種栄養相談及び指導の実施に関すること 

健康福祉政策課 

薬務、医療資 ・応急救護用医薬品、衛生材料及び防疫薬品等の確 薬務課 

 

●男女参画 

・こども 

局長

（副） 

・被ばく医療に関すること 

・入院患者の避難に関すること 

・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関するこ 

 と 

・住民の健康管理に関すること 

・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関すること 

・安定ヨウ素剤の服用に関すること 

長寿社会課 

障害福祉課 

こども家庭課 

要配慮者対策 

◇健康福祉部 

副部長 

・社会福祉施設（保育所等の第二種社会福祉事業を 

実施する施設を含む。）、幼稚園、認定こども園、 

医療機関の被害調査及び災害対策に関すること 

・避難行動要支援者の避難に係る各種調整に関する 

こと 

・被災ひとり親世帯（母子世帯、父子世帯）の援護 

に関すること 

・被災したこどもに対する福祉サービスに関するこ 

 と 

・被災高齢者に対する福祉サービスに関すること 

・被災障害者に対する福祉サービスに関すること 

・手話通訳の派遣、点字資料の作成に関すること 

・その他の要配慮者対策に関すること 

法務私学課 

健康福祉政策課 

医務課 

社会福祉課 

長寿社会課 

障害福祉課 

こども未来課 

こども家庭課 

学校教育課 

避難所対策 

◇社会福祉課 

 長 

・避難所の設置、運営に関すること 

・災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の編成及び避難 

所への派遣等に関すること 

社会福祉課 ほか 

医療対策 

◇医務課長 

・保健医療活動チームの編成及び派遣並びに被災者 

の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関すること 

・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 

・国への医療従事者（災害派遣医療チーム（ＤＭＡ 

Ｔ）を含む。）の派遣要請に関すること 

・団体（医師会、国立病院機構（ＮＨＯ）等）への 

医療従事者の派遣要請に関すること 

・医療機関への医療活動情報の提供に関すること 

・ドクターヘリの運航に関すること 

・医薬品等の供給に関すること 

医務課 

薬務課 

精神医療対策 

◇障害福祉課 

 長 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の編成及び 

派遣並びに被災者等のメンタルヘルスケアに関す 

ること 

・他都道府県、国への災害派遣精神医療チーム（Ｄ 

ＰＡＴ）の派遣要請に関すること 

障害福祉課 

健康対策 

◇健康福祉政 

策課長 

・住民の健康管理に関すること 

・各種栄養相談及び指導の実施に関すること 

健康福祉政策課 

薬務、医療資 ・応急救護用医薬品、衛生材料及び防疫薬品等の確 薬務課 
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機材対策 

◇薬務課長 

保及び供給に関すること 

・医療資機材の需給状況の把握及び供給の調整に関 

すること 

衛生対策 

◇健康福祉部 

副部長 

・水道、生活衛生施設の被害調査及び災害対策に関 

すること 

・水質検査の実施に係る関係団体との調整に関する 

こと 

・水源の取水停止の指示に関すること 

・飲料水の摂取制限の指示に関すること 

・出荷制限農林水産物に関する店頭調査に関するこ 

 と 

・食品衛生に関すること 

・仮設トイレの設置に係る関係団体との調整に関す 

ること 

・し尿処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 

・避難に伴う家庭動物対策に関すること 

・遺体の一時安置場所、棺、ドライアイス等の確保 

に関すること 

・死体の処理（死体の洗浄・縫合・消毒等、一次保 

存、検案）に関すること 

・遺体安置所への搬送、埋葬に関すること（広域処 

理に係る調整を含む。） 

循環型社会推進課 

環境課 

生活衛生課 

医務課 

流通・貿易課 

生産者支援課 

農業経営課 

園芸農産課 

畜産課 

水産課 

林業課 

こども、妊産

婦等対策 

◇男女参画・ 

こども局副 

局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影響低減策 

に関すること 

こども未来課 

こども家庭課 

男女共同参画 

◇男女参画・ 

女性の活躍 

推進課長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調整に関す 

ること 

男女参画・女性の活

躍推進課 

産業労働 

対策部 

 

●産業労働 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇産業政策課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

産業政策課 

支援物資対策 

◇産業労働部 

副部長 

（物流関係） 

・物資全般の状況把握､調整に関すること 

・物資の受入・配送システムに係る事業者との調整 

に関すること 

・物資全般の配送に係る市町の支援に関すること 

・物資の集積場所、輸送中継基地の確保に関するこ 

報道課 

社会福祉課 

生活衛生課 

産業政策課 

流通・貿易課 

農政企画課 ほか 

機材対策 

◇薬務課長 

保及び供給に関すること 

・医療資機材の需給状況の把握及び供給の調整に関 

すること 

衛生対策 

◇健康福祉部 

副部長 

・水道、生活衛生施設の被害調査及び災害対策に関 

すること 

・水質検査の実施に係る関係団体との調整に関する 

こと 

・水源の取水停止の指示に関すること 

・飲料水の摂取制限の指示に関すること 

・出荷制限農林水産物に関する店頭調査に関するこ 

 と 

・食品衛生に関すること 

・仮設トイレの設置に係る関係団体との調整に関す 

ること 

・し尿処理に係る市町広域対応の調整及び国、関係 

団体への応援要請に関すること 

・避難に伴う家庭動物対策に関すること 

・遺体の一時安置場所、棺、ドライアイス等の確保 

に関すること 

・死体の処理（死体の洗浄・縫合・消毒等、一次保 

存、検案）に関すること 

・遺体安置所への搬送、埋葬に関すること（広域処 

理に係る調整を含む。） 

循環型社会推進課 

有明海再生･環境課 

生活衛生課 

医務課 

流通・貿易課 

生産者支援課 

農業経営課 

園芸農産課 

畜産課 

水産課 

林業課 

こども、妊産

婦等対策 

◇男女参画・ 

こども局副 

局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影響低減策 

に関すること 

こども未来課 

こども家庭課 

男女共同参画 

◇男女参画・ 

女性の活躍 

推進課長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調整に関す 

ること 

男女参画・女性の活

躍推進課 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇産業政策課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

産業政策課 

産業労働 

対策部 

 

●産業労働 

部長 

支援物資対策 

◇産業労働部 

副部長 

（物流関係） 

・物資全般の状況把握､調整に関すること 

・物資の受入・配送システムに係る事業者との調整 

に関すること 

・物資全般の配送に係る市町の支援に関すること 

・物資の集積場所、輸送中継基地の確保に関するこ 

報道課 

社会福祉課 

生活衛生課 

産業政策課 

流通・貿易課 

農政企画課 ほか 
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 と 

（物資関係） 

・生活必需品等の供給に関すること 

・食料及び飲料水（ボトル飲料）の確保に関するこ 

 と 

・飲料水（ボトル飲料以外）及び生活用水の確保に 

関すること 

・市町からの応援要請の受付、把握に関すること 

・県備蓄物資の供給に関すること 

・協定締結団体等への要請に関すること 

・国、他都道府県、団体との調整に関すること 

・受入品の決定に関すること 

・ニーズの報道提供に関すること 

・自衛隊、日本赤十字社等へ炊出しの要請に関する 

こと 

工業施設対策 

◇企業立地課 

 長 

・工業団地の被害調査及び災害対策に関すること 企業立地課 

雇用・労働者

対策 

◇産業人材課 

 長 

・労働者の確保・被災者の職業あっせんに関し、佐 

賀労働局との連絡調整に関すること 

・その他労働対策に関すること 

産業人材課 

流通対策 

◇流通・貿易 

課長 

・卸売市場の被害調査及び災害対策に関すること 

・貿易、流通業者の被害調査及び災害対策に関する 

こと 

流通・貿易課 

産業政策課 

商工業対策 

◇産業政策課 

長・企業立 

地課長 

・商工業者の被害に係る情報収集に関すること 

・商工業者の災害融資あっせんに関すること 

産業政策課 

企業立地課 

農林水産 

対策部 

 

●農林水産 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇農政企画課 

長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

・農林水産関係団体との連絡調整に関すること 

・緊急モニタリングへの協力に関すること 

農政企画課 

風評被害対策 

◇農林水産部 

副部長 

・商工業製品、観光業に係る風評被害に関すること 

・農林水産物に係る風評被害に関すること 

・残留放射線量等に係る証明書の発行に関すること 

流通・貿易課 

産業政策課 

観光課 

農業経営課 

園芸農産課 

畜産課 

水産課 

林業課 ほか 

 と 

（物資関係） 

・生活必需品等の供給に関すること 

・食料及び飲料水（ボトル飲料）の確保に関するこ 

 と 

・飲料水（ボトル飲料以外）及び生活用水の確保に 

関すること 

・市町からの応援要請の受付、把握に関すること 

・県備蓄物資の供給に関すること 

・協定締結団体等への要請に関すること 

・国、他都道府県、団体との調整に関すること 

・受入品の決定に関すること 

・ニーズの報道提供に関すること 

・自衛隊、日本赤十字社等へ炊出しの要請に関する 

こと 

工業施設対策 

◇企業立地課 

 長 

・工業団地の被害調査及び災害対策に関すること 企業立地課 

雇用・労働者

対策 

◇産業人材課 

 長 

・労働者の確保・被災者の職業あっせんに関し、佐 

賀労働局との連絡調整に関すること 

・その他労働対策に関すること 

産業人材課 

流通対策 

◇流通・貿易 

課長 

・卸売市場の被害調査及び災害対策に関すること 

・貿易、流通業者の被害調査及び災害対策に関する 

こと 

流通・貿易課 

産業政策課 

商工業対策 

◇産業政策課 

長・企業立 

地課長 

・商工業者の被害に係る情報収集に関すること 

・商工業者の災害融資あっせんに関すること 

産業政策課 

企業立地課 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇農政企画課 

長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

・農林水産関係団体との連絡調整に関すること 

・緊急モニタリングへの協力に関すること 

農政企画課 

農林水産 

対策部 

 

●農林水産 

部長 

風評被害対策 

◇農林水産部 

副部長 

・商工業製品、観光業に係る風評被害に関すること 

・農林水産物に係る風評被害に関すること 

・残留放射線量等に係る証明書の発行に関すること 

流通・貿易課 

産業政策課 

観光課 

農業経営課 

園芸農産課 

畜産課 

水産課 

林業課 ほか 
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作付・出荷 

制限等対策 

◇農林水産部 

副部長 

・作付制限に関すること 

・農林水産物等（肥料、飼料を含む。）の出荷制限等 

に関すること 

・出荷制限農林水産物に関する県民への注意喚起に 

関すること 

農業経営課 

園芸農産課 

畜産課 

水産課 

林業課 ほか 

農業者対策 

◇生産者支援 

課長 

・農業協同組合等の共同利用施設の災害対策に関す 

ること 

・被災農林漁業者に対する農林漁業金融、共済及び 

漁船保険に関すること 

・直売所への出荷停止などの情報連絡に関すること 

生産者支援課 

水田等対策 

◇園芸農産課 

長 

・水稲、麦、大豆の被害の被害調査及び災害対策に 

関すること 

園芸農産課 

園芸対策 

◇園芸農産課 

長 

・園芸作物の被害調査及び災害対策に関すること 園芸農産課 

畜産対策 

◇畜産課長 

・家畜及び畜産施設の被害調査及び災害対策に関す 

ること 

・家畜の避難・処分等に関すること 

・家畜伝染病の予防及び防疫に関すること 

畜産課 

水産業対策 

◇水産課長 

・水産物等の被害調査及び災害対策に関すること 水産課 

林業対策 

◇林業課長 

・林業関係の被害調査及び災害対策に関すること 

・災害対策用木材、薪炭の確保に関すること 

林業課 

農地、農業用

施設対策 

◇農林水産部 

副部長 

・農地・農業用施設の被害調査及び災害対策に関す 

ること 

農地整備課 

農山村課 

治山、林業用

施設対策 

◇森林整備課 

長 

・治山、林業用施設の被害調査及び災害対策に関する

こと 

森林整備課 

県土整備 

対策部 

 

●県土整備 

部長 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇県土企画課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域のとりまとめに関 

すること 

県土企画課 

建設業、建築

資機材等対策 

◇建設・技術 

課長 

・建設業者の確保に関すること 

・災害対策の技術指導に関すること 

・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

建設・技術課 

都市計画対策 ・都市施設の被害調査及び災害対策に関すること まちづくり課 

作付・出荷 

制限等対策 

◇農林水産部 

副部長 

・作付制限に関すること 

・農林水産物等（肥料、飼料を含む。）の出荷制限等 

に関すること 

・出荷制限農林水産物に関する県民への注意喚起に 

関すること 

農業経営課 

園芸農産課 

畜産課 

水産課 

林業課 ほか 

農業者対策 

◇生産者支援 

課長 

・農業協同組合等の共同利用施設の災害対策に関す 

ること 

・被災農林漁業者に対する農林漁業金融、共済及び 

漁船保険に関すること 

・直売所への出荷停止などの情報連絡に関すること 

生産者支援課 

水田等対策 

◇園芸農産課 

長 

・水稲、麦、大豆の被害の被害調査及び災害対策に 

関すること 

園芸農産課 

園芸対策 

◇園芸農産課 

長 

・園芸作物の被害調査及び災害対策に関すること 園芸農産課 

畜産対策 

◇畜産課長 

・家畜及び畜産施設の被害調査及び災害対策に関す 

ること 

・家畜の避難・処分等に関すること 

・家畜伝染病の予防及び防疫に関すること 

畜産課 

水産業対策 

◇水産課長 

・水産物等の被害調査及び災害対策に関すること 水産課 

林業対策 

◇林業課長 

・林業関係の被害調査及び災害対策に関すること 

・災害対策用木材、薪炭の確保に関すること 

林業課 

農地、農業用

施設対策 

◇農林水産部 

副部長 

・農地・農業用施設の被害調査及び災害対策に関す 

ること 

農地整備課 

農山村課 

治山、林業用

施設対策 

◇森林整備課 

長 

・治山、林業用施設の被害調査及び災害対策に関す

ること 

森林整備課 

対策部内の被

害とりまとめ

及び応急対策

の連絡調整 

◇県土企画課 

 長 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域のとりまとめに関 

すること 

県土企画課 

県土整備 

対策部 

 

●県土整備 

部長 

建設業、建築

資機材等対策 

◇建設・技術 

課長 

・建設業者の確保に関すること 

・災害対策の技術指導に関すること 

・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

建設・技術課 

都市計画対策 ・都市施設の被害調査及び災害対策に関すること まちづくり課 



 28 / 30 
 

頁 現行 修正案 備考 

◇まちづくり 

課長 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・被災宅地の危険度判定に関すること 

・復興都市計画に関すること 

下水道対策 

◇下水道課長 

・下水道等施設（公共下水道、都市下水路、農業集 

落排水、漁業集落排水、浄化槽）の被害調査及び 

災害対策に関すること 

下水道課 

住宅対策 

◇県土整備部 

副部長 

・公営住宅の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・被災住宅の応急修理等に関すること 

・住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常 

生活に著しい支障を及ぼしている物の除去に関す 

ること 

・応急仮設住宅の設置に関すること 

・住家被害調査に係る支援に関すること 

・被災者に対する住宅資金の融資に関すること 

・応急仮設住宅の土地の確保に関すること 

・応急仮設住宅の確保に係る民間事業者との調整に 

関すること 

・被災者への公営住宅の提供及び県内調整に関する 

こと 

・被災者への職員宿舎の提供及びそれに係る財産管 

理者間の調整に関すること 

・職員宿舎の被災者への提供に関すること及び職員 

宿舎の提供に係る財産管理者間の調整に関するこ 

と 

・被災者への国の宿舎、雇用促進住宅等の提供の調 

整に関すること 

・他都道府県との住家提供の調整に関すること 

産業人材課 

土地利活用課 

建築住宅課 

資産活用課 

教育総務課 ほか 

河川砂防対策 

◇河川砂防課 

 長 

・河川、海岸（港湾海岸、漁港海岸を除く。）、ダム、 

砂防施設等の被害調査及び災害対策に関すること 

・ぼた山の被害調査及び災害対策に関すること 

・採石場の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・水防活動の総括に関すること 

・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

・ボランティア(砂防ボランティア)に関すること 

河川砂防課 

道路対策 

◇道路課長 

・道路、橋梁の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

・緊急輸送道路の確保、緊急輸送ルート・迂回路の 

道路課 

◇まちづくり 

課長 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・被災宅地の危険度判定に関すること 

・復興都市計画に関すること 

下水道対策 

◇下水道課

長 

・下水道等施設（公共下水道、都市下水路、農業集 

落排水、漁業集落排水、浄化槽）の被害調査及び 

災害対策に関すること 

下水道課 

住宅対策 

◇県土整備部 

副部長 

・公営住宅の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・被災住宅の応急修理等に関すること 

・住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常 

生活に著しい支障を及ぼしている物の除去に関す 

ること 

・応急仮設住宅の設置に関すること 

・住家被害調査に係る支援に関すること 

・被災者に対する住宅資金の融資に関すること 

・応急仮設住宅の土地の確保に関すること 

・応急仮設住宅の確保に係る民間事業者との調整に 

関すること 

・被災者への公営住宅の提供及び県内調整に関する 

こと 

・被災者への職員宿舎の提供及びそれに係る財産管 

理者間の調整に関すること 

・職員宿舎の被災者への提供に関すること及び職員 

宿舎の提供に係る財産管理者間の調整に関するこ 

と 

・被災者への国の宿舎、雇用促進住宅等の提供の調 

整に関すること 

・他都道府県との住家提供の調整に関すること 

産業人材課 

土地利活用課 

建築住宅課 

資産活用課 

教育総務課 ほか 

河川砂防対策 

◇河川砂防課 

 長 

・河川、海岸（港湾海岸、漁港海岸を除く。）、ダム、 

砂防施設等の被害調査及び災害対策に関すること 

・ぼた山の被害調査及び災害対策に関すること 

・採石場の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・水防活動の総括に関すること 

・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

・ボランティア(砂防ボランティア)に関すること 

河川砂防課 

道路対策 

◇道路課長 

・道路、橋梁の被害調査及び災害対策に関すること 

・危険個所への立ち入り禁止区域の設定及び安全管 

理に関すること 

・災害対策用機材、復旧用資材の調達に関すること 

・緊急輸送道路の確保、緊急輸送ルート・迂回路の 

道路課 
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選定及び選定指示に関すること 

・パトロールカー、道路掲示板等による通行者への 

道路情報の提供に関すること 

文教対策部 

 

●教育長 

文教対策全般

の総括 

◇教育危機管 

理・広報総 

括監 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

・学校の生徒等の避難の総合調整に関すること 

・学校の対応状況についての報道機関への情報提供 

に関すること 

・学校に避難所を開設することの協力・調整に関す 

ること 

法務私学課 

教育総務課 

 

(避難所協力) 

教職員課 

教育振興課 

学校教育課 

生徒等の安全 

確保 

◇学校教育課 

 長 

・公立学校における臨時休校等の措置状況の把握に 

関すること 

・生徒等の避難その他の対策に関すること 

学校教育課 

学校施設復旧 

対策 

◇教育総務課 

 長 

・公立学校施設の被害調査に関すること 

・県立学校施設の応急復旧及び応急教育の実施場所 

の確保に関すること 

教育総務課 

応急教育の実

施 

◇学校教育課 

 長 

・教育活動再開に向けた応急教育の実施（期間、授 

業方法等）に関すること 

・教職員の確保・調整に関すること 

・被災生徒等の把握及び心のケアに関すること 

・生徒指導・就学指導に関すること 

・生徒等の登下校時及び在校時の安全確保に関する 

こと 

・学校施設内の保健衛生の確保に関すること 

・学校給食に関すること 

・被災生徒等に対する学用品の調達・給与に関する 

こと 

・授業料等の減免、育英資金の貸付に関すること 

教育総務課 

教職員課 

学校教育課 

保健体育課 

特別支援学校 

対策 

◇教育振興課 

 長 

・特別支援学校の生徒等の避難その他の対策に関す 

ること 

・特別支援学校の応急教育の実施に関すること 

教育振興課 

私立学校対策 

◇法務私学課 

 長 

・私立学校（私立中・高校、専修学校、各種学校） 

に対する災害情報の伝達及び臨時休校等の措置状 

況の把握に関すること 

・私立学校施設の被害調査及び災害対策に係る指導 

に関すること 

・私立学校の応急教育に係る指導に関すること 

法務私学課 

対策部内の支

援(その他の

課等） 

◇教育総務課 

・対策部内の応援に関すること 

※教育委員会事務局の各課は、文教対策部内での応 

援を基本 

教育総務課 

選定及び選定指示に関すること 

・パトロールカー、道路掲示板等による通行者への 

道路情報の提供に関すること 

文教対策全般

の総括 

◇教育危機管 

理・広報総 

括監 

・対策部内の被害状況のとりまとめ及び応急対策の 

連絡調整に関すること 

・学校の生徒等の避難の総合調整に関すること 

・学校の対応状況についての報道機関への情報提供 

に関すること 

・学校に避難所を開設することの協力・調整に関す 

ること 

法務私学課 

教育総務課 

 

(避難所協力) 

教職員課 

教育振興課 

学校教育課 

文教対策部 

 

●教育長 

生徒等の安全 

確保 

◇学校教育課 

 長 

・公立学校における臨時休校等の措置状況の把握に 

関すること 

・生徒等の避難その他の対策に関すること 

学校教育課 

学校施設復旧 

対策 

◇教育総務課 

 長 

・公立学校施設の被害調査に関すること 

・県立学校施設の応急復旧及び応急教育の実施場所 

の確保に関すること 

教育総務課 

応急教育の実

施 

◇学校教育課 

 長 

・教育活動再開に向けた応急教育の実施（期間、授 

業方法等）に関すること 

・教職員の確保・調整に関すること 

・被災生徒等の把握及び心のケアに関すること 

・生徒指導・就学指導に関すること 

・生徒等の登下校時及び在校時の安全確保に関する 

こと 

・学校施設内の保健衛生の確保に関すること 

・学校給食に関すること 

・被災生徒等に対する学用品の調達・給与に関する 

こと 

・授業料等の減免、育英資金の貸付に関すること 

教育総務課 

教職員課 

学校教育課 

保健体育課 

特別支援学校 

対策 

◇教育振興課 

 長 

・特別支援学校の生徒等の避難その他の対策に関す 

ること 

・特別支援学校の応急教育の実施に関すること 

教育振興課 

私立学校対策 

◇法務私学課 

 長 

・私立学校（私立中・高校、専修学校、各種学校） 

に対する災害情報の伝達及び臨時休校等の措置状 

況の把握に関すること 

・私立学校施設の被害調査及び災害対策に係る指導 

に関すること 

・私立学校の応急教育に係る指導に関すること 

法務私学課 

対策部内の支

援(その他の

課等） 

◇教育総務課 

・対策部内の応援に関すること 

※教育委員会事務局の各課は、文教対策部内での応 

援を基本 

教育総務課 
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 長 

公安対策部 

 

●県警本部 

 長 

公安対策 

◇警備第二課 

 長 

・公安対策部の運営及び治安対策に関すること 

・災害交通規制に関すること 

・緊急通行車両の標章等の交付に関すること 

・警察災害派遣隊の活動支援に関すること 

・住民等の退避及び避難誘導並びに人命救助に関す 

ること 

・立入禁止区域及びその周辺の警備、交通規制等に 

関すること 

・住民等への情報伝達に関すること 

警備第二課 

 

 長 

公安対策 

◇警備第二課 

 長 

・公安対策部の運営及び治安対策に関すること 

・災害交通規制に関すること 

・緊急通行車両の標章等の交付に関すること 

・警察災害派遣隊の活動支援に関すること 

・住民等の退避及び避難誘導並びに人命救助に関す 

ること 

・立入禁止区域及びその周辺の警備、交通規制等に 

関すること 

・住民等への情報伝達に関すること 

警備第二課 

公安対策部 

 

●県警本部 

 長 

   

 

    

     


